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議会運営委員会 

 

令和４年６月２７日（月曜日）午前１０時００分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 齊 藤 誠 之 副 委 員 長 星   宏 子 

委 員 山 形 紀 弘 委 員 中 里 康 寛 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 鈴 木 伸 彦 

委 員 小 島 耕 一 委 員 大 野 恭 男 

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 松 田 寛 人 副 議 長 相 馬   剛 

 

説明のための出席者（なし） 

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 増 田 健 造 議 事 課 長 相 馬 和 男 

議事調査係長 長 岡 栄 治 主 査 飯 泉 祐 司 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

    ・委員長 

  ３．協議事項 

   ⑴市民アンケートについて 

   ⑵議員研修について 

   ⑶答弁者の指定について 

   ⑷宇都宮共和大学との協定について 

   ⑸先例・事例集の一部改正について 

   ⑹議員のなり手フォーラム（仮称）について 

   ⑺模擬議会について 

  ４．閉 会 
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開会 午前 ９時５９分 

 

◎開会の宣告 

○齊藤委員長 では、皆さん、おはようございます。 

  時間、１分ぐらい前なんですけれども、件数が

多いので、議会運営委員会を開催したいと思いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎委員長挨拶 

○齊藤委員長 梅雨明けていないのにこの暑さなん

で、今、何か聞こえましたけれども、何かこう調

子悪いとか、暑さには負けないように、寒さにも

弱いんですけれども、暑さにも弱いんですけれど

も、ちょうどいいあんばいで、体にだけは御留意

いただきたいと思います。 

  今回、取組実行計画に書いてあるやつの案件と、

以前、お話、議場でさせていただきました答弁者

の指名ですね、この辺について、今、正副で案を

つくってきましたので、そちらを皆さんで協議い

ただいて、進めていきたいと思います。これ以外

にもまだまだ取り組んでいないものがありますの

で、ちょっと急ピッチでやっていきたいと思いま

すんで、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○齊藤委員長 それでは、３番の協議事項に移りま

す。 

  まず、⑴の市民アンケートです。 

  めくって開けてください。 

  今、事務局のほうから送ったと思うんですけれ

ども、そちらを開いていただいて、那須塩原クラ

ブさんと公明クラブさんの意見をいただきまして、

この間、正副で事前打合せしたものを上げました。

２つしかなかったんで、やっちゃいましょうとい

うことで。で、取りあえず、一旦、２ページとい

うか、Ａ４両面って感じですが、前回とフォーマ

ットは一緒なんで、説明していきたいと思います。 

  前回と違う点なんですけれども、１番の出身に

ついてで、前回は働き口と、あとどういう形態で

働いていますかというアンケート欄がその四角い

太い枠の中に入っていたんですけれども、そこは

要らないかということで、削除させていただきま

した。 

  問１に関しては、目下、変わりありません。 

  問２なんですけれども、傍聴に関して、もうち

ょっと詳しく書くのに、議場に来て傍聴とインタ

ーネット生中継と録画配信を見たことはあります

かということで回答をちょっと修正いたしました。 

  問４になっちゃうね、３を、すみません、削っ

ていて、ここが３ですね、ごめんなさい、これは

私のミスです。３なんですけれども、市議会の情

報ですね、こちらも前回と変わりありません。 

  問５と書いてあるところなんですけれども、こ

ちらも少し修正をして、紙面にて、携帯アプリに

てパソコンで市議会ホームページにてというふう

に書かせていただいて、読んだことがないところ

には、関心がないと使途方法が分からないという

ふうに書いてあります。 

  Ｑ６です。６は、議会報告会、意見交換会は知

っていますかということなので、「知っている」

「知らない」の中に参加したこと「ある」「ない」

を中に入れてみました。 

  ７番目です。７番目は、参加して、運営  等

の条件ですね。こちらなんですけれども、開催日

時について、平日か、休日がいいか、スラッシュ
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の後に、昼間か夜間がいいか、スラッシュの後、

その他、別な条件書いてくださいということで、

ここもがっちゃんこしました。 

  そのほかですね、開催テーマ、参加者限定なの

か、活動団体なのか、インターネットなら参加で

きるのかということで、ここにまとめてみました。 

  次、市議会に期待することということで、これ

は２回前に上げさせていただいた内容なんですけ

れども、改めて聞いてみようということで、上げ

させていただいております。 

  次のページです。 

  次のページなんですが、問９のところを副委員

長と結構何回ももめもめしてやったんですけれど

も、まだうまくいっているかどうか分からないと

いですけれども、今回、マニフェストランキング

の情報共有がどうしても200番位ということで、

どうしても共有が上がらないということで、どう

いったものが共有につながるのかということを考

えて、係長ともずっと悩んでいたんですけれども、

なかなかいい言葉が選べずに、取りあえずこれで

どうだということで、今回つくらせてもらったも

のが、情報の共有と、その対応として必要なもの

ってどういうものかなというものを聞いてみよう

ということで、情報共有については、議案資料の

閲覧ができるようにする、これはインターネット

配信のことなんですけれども、あと、市議会での

取組を情報共有する、あと、市民が抱える諸問題

を共有したらどうか、あと、その他、何か意見を

くださいというバージョンと、バージョンという

か、１つと、対応としては、例えば議案審査前の

市民との意見交換会をするとか、市民と議会で課

題解決を考える仕組みをつくるとかと、こういう

前例を書いておいて、チェックつかなければその

他ということでやってみたので、この辺はまた皆

さんの御意見をいただきたいと思います。 

  10番です。チェック機能に関しましては、前回

と同じです。 

  11番です。これも、前回と同じです。 

  12番なんですが、昨年度から議場探検が入った

ので、児童にはということで、そこを一文付け加

えているのみです。現在の市議会をどのように評

価するかというものと、今年度ということで、こ

こも取組実行計画に入っているんですけれども、

前年度もやって、前々年度か。改選前にやってい

るんですが、定数の在り方をテーマに協議進めて

おりますので、人数について聞いてみようかなと

いうことで、付け加えさせていただいております。 

  あと、15番目は、市議会に意見等があればとい

うことで、自由に記述という形で、今回構成させ

ていただきました。 

  どこかで番号がずれていなければ、14問という

ことですね、今、ずれちゃったので。 

  ということなので、このまま、ちょっと見てい

ただいて、皆さんの意見いただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。気づいた点からで大

丈夫です。 

○星副委員長 これ、すみません、もう１つ、番号

ずれていましたね。 

〔「かなりずれている、じゃあ13問」と言う人あ

り〕 

○星副委員長 最初がＱ１で、市議会に関心があり

ますがＱ２になりますよね。あなた自身について

お尋ねしますはＱ１、別にこれは関係ないんだ。 

○齊藤委員長 ないです。 

○星副委員長 ないのね、すみません、失礼しまし

た。 

○齊藤委員長 でかい１なんですよ、これ。 

○星副委員長 これはでかい１ね。 

○齊藤委員長 でかい１も本当は要らないんですけ

れども。 
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〔「すみません、１ついいですか、じゃ」と言う人

あり〕 

○齊藤委員長 どうぞ。 

○森本委員 すみません。定数のほうなんですけれ

ども、ちょうどいいと減らすに、恐らくこのどち

らかになるとは思うんですけれども、回答のその

選択肢として、増やすべきというのは書かなくて

よかったのかなと思うんですけれども。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  一応、正副でも出たんですけれども、現状、増

やすという理由が全く見受けられないのと、もう

２年前、３年前から、市民からは減らせと言われ

ているのに、ここで増やせというのはどうなのか

という話をして、もう増やすことは、その在り方

として別に考える必要はないのかなとは。 

○森本委員 アンケートとして必要ない前提で俺が

つくっちゃったんで。 

○齊藤委員長 ただでさえ、前回の市議選が２名オ

ーバーなのに、じゃ何名増やすんだということと、

間違って、次回の選挙が無投票になるようなこと

の事態が考え、受けられないんで。だから、現状

維持か、減らすべきかというのを改めて書いてあ

るということで、増やすべきになっちゃうと、何

かたたかれそうな気もしますけれども。 

○森本委員 それが、これが正しいんだろうと思っ

たんだけれども、まあ選択肢はどうかなと思った

んで、一応、確認。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  議長にも言われましたけれども、そう言ってし

まいました。どうしても増やすのを入れろという

んだったら入れますけれども、考えてはないです。

一応、その受けてのですから。２年前も同じで、

もうどういう形態で行きますかというのを、前議

運でやっていますので。 

○森本委員 はい。 

○齊藤委員長 間違って、減らして報酬上げろと書

いてくれる人もいるかもしれないし。そういう意

見は結構あるんですけれども、そこまで書く人は

いないにしても、取りあえず、定数についてやっ

ていますというところも含めて、聞いてみようと

いうことです。ただ、細かいところは分からない

と思うんですよ。ありがとうございます。 

  中里委員。 

○中里委員 問12ですね、２行目にございます高校

生との意見交換会の次に、生徒へは出前講座、児

童には議場探検と書いてありますけれども、間違

ってはいないんですけれども、中学生、それから

小学生というふうに書いたほうが市民は分かりや

すいかなと思いました。 

○齊藤委員長 なるほど。分かりました。じゃ、こ

れは直します。 

○中里委員 お願いします。 

○齊藤委員長 議場探検と略しちゃっているけれど

も、大丈夫。 

○中里委員 いいです。主権者教育と分かっていた

だければ、私はいいんですけれども。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  これは変更します。 

  そのほかどうでしょう。 

 こういうふうにホームページのほう、打ち替えで

きるよね。下のやつしかないんだけれども、選ぶ

やつが。 

〔「ホームページだって」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 インターネットは、まあ後で奨理君

に聞いてください。 

 小島委員。 

○小島委員 Ｑの９のね…… 

○齊藤委員長 Ｑの９、はい。 

○小島委員 この情報共有の話。これは市民分から

ないと思うね、何を聞かれているのか。非常に難
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しい。何か議会だけで空回りしている設問であり、

回答例だね。 

○齊藤委員長 なるほど。 

○小島委員 うん。 

○齊藤委員長 何も書かないで、情報共有をという

ことで、その何を共有したいですかということを

言いたいんですけれども、なんですけれども、そ

れも分からないよなと思って。 

○小島委員 分からないね、これも分からないね。 

○齊藤委員長 で、全体例を出してみるということ

で、議会モニターさんに言われていたのが、その

議案資料が見方が分からなくて。だから、インタ

ーネットで画面見ちゃうから、横にＰＤＦの、今、

市で、事務局で出してくれているんですけれども、

それも見られないみたいなんですよね。なんで、

議案資料の閲覧ぐらいしか、僕も思いつきがなか

ったので、それ以外で市議会の取組もこう共有を

していったらいいんじゃないのかというのが、今

は活性化にほん投げているミッションロードマッ

プというのがあるんですけれども、市議会はどこ

まで進んでいますよというものも含めて、知りた

いかどうかだけなんですけれども、関心がない人

にとっては、全く無意味な質問なんですけれども。 

  一応、共有できるんであれば、市民が抱える諸

問題書いておくと食いつくかなと思って、つけた

だけなんですけれども。 

○小島委員 何か具体的なこの情報共有の具体的な

ものに対して、この反応するかどうかみたいなの

を聞くみたいなののほうがいいかと思うんだけれ

ども、何か具体的な情報共有のものというのはな

いんですかね。 

○齊藤委員長 じゃ、中里委員。 

○中里委員 意見なんですけれども、私もマニフェ

ストランキングで、広聴広報委員会で視察組むと

きに、情報共有という部分が点数が、点数という

か、順位が284位だったりとか、物すごくここだ

け突出して低いというのは認識しておりまして、

じゃ実際に上位に来ている市議会だったりとか、

他市議会の情報共有ってどんなことをやっている

のか、ちょっと調べたことがあったんですよ。と

ころが、那須塩原市とほとんど変わっていないん

ですよね。代表的なのは、やっぱりインターネッ

トのホームページに政務活動費のことであったり

とか、市議会で取り組んだことだったりとか、こ

ういうことを議決しましたとか、そういったこと

を載せてあるだけなんですよ。ほとんど遜色ない

んです。ただ、それが見やすいか見づらいかとい

うのはちょっと別置きとして、そういう現状があ

るので、なかなか情報共有のその設問のつくり方

って、私もちょっと難しいなというふうには認識

しております。まず最初はこれでもいいのかなと

いうふうには、個人的にはちょっと思ったところ

なんですけれども。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  こういうふうに書いていって、反応を見るとい

うことと、今までは、その広聴広報の広報の部分

を議会は代表を出しているからいいだろうという

ことと、議会報告会で人を集めて、一緒の時間を

つくっているからいいだろうということになって

いるんですけれども、どの取組を見ていても、議

会単独発進型になっちゃって、だから、市民の人

たちの意見を聞くのにどうしたらいいんだという

ことで、その情報共有に関しては、議案資料の閲

覧てあるんですけれども、これ、閲覧と簡単に書

いただけであって、さっき、中里委員が言ってく

れたんですけれども、実は、情報共有ランキング

１位の町田市は、議案の精査で議案のカルテとい

うものを毎回つくっているんですよ、議案ごとに。

この議案は、こういうことでこういうことで。要

は、市民も一緒にこの出ている議案を見ていきま
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しょう、そうやって市政への関心度を上げていく

取組をやっているんだけれども、全然届かないぐ

らいのレベルでやっているんですね。私もちょっ

とそこはなかなか届きにくいとは思ったんですけ

れども、市民活動が活発な地域は、議会の案件に

ついてもよく話し合う傾向があって、で、こうい

うところも上げていけばいいんじゃないのかとい

うことで、市議会の取組を上げながら、市民のほ

うは議案資料の閲覧をして、あと、さっき言った

市民が抱える諸問題を議会と一緒に共有していく

ことで議会の関心も上がるであろうという意味で

聞いてみているということなので、届かないとは

思うんですけれども、こういうふうに書いてみて

どうかなということと、対応も、さっき言ったこ

の議案審査前の市民の意見交換というのが、例え

ば議会報告会を終わった後にやるんじゃなくて、

先にやってもいいだろうということですね、１週

間前でというのをね、正副で話したんですけれど

も、そういうことをやってみてもいいんじゃない

のかと。情報共有って議会が終わった後に言って

も、この間も別な会議で決まっちゃったことをほ

っくり返して、ああだこうだ言っている人いたん

ですけれども、決まる前に話し合うのかどうかと

いうのも考えて、こういう対応策はどうですかね

という意味で聞いたら、どういう回答が来るかと

いうところを、悩み悩みここまで変えていったん

ですけれども、選択肢が多分ない状態だと、何を

言ってくるのかなというのもある、自由記述だと

きついかなと思ったんで、飛ばされちゃうんじゃ

ないかと思って。 

〔「確かに」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 で、一応、このぐらいを諮っておけ

ば、何かしらというのかな。モニターでも情報の

共有の話は、多分、皆さんのところに課題であっ

たような気したんですけれども、なかなかそれを

どう言っているかが分からなくて、いや、議会だ

より立派にやっているよとか言われちゃうんだけ

れども、いや、まあ共有というか、見ていただい

ているみたいな感じになっちゃうんですけれども。 

  なので、１つ先に進むような取組につながって

いけばということと、今回ランキング低かったの

は、12月までにチェックをつけて、マニ研のほう

に送っちゃうので、１月以降に局長が結構頑張っ

て職員に言ってくれたおかげで、議案の閲覧とか

はもうやっているんですね、今。ただ、その評価

の件数自体は、来年度に変わっちゃうので、そこ

までの間でもできることということで、こういっ

たことを情報共有したいんだなというのを取るの

にはやってみたらどうかと思って、つけさせても

らったんですけれども。なんで、今、これだと分

からないんだよねと小島委員が言うんだったら、

これが分かるように言ってくれると非常に助かり

ます。要るか要らないかの議論になっちゃうと…

… 

〔「うん、まあ、それでやるけれどもね」と言う人

あり〕 

○齊藤委員長 すごくもったいないので。 

〔「うん」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ぜひお知恵を貸していただければと

思います。 

○小島委員 もうちょっとね、これは抽象的で、市

民は全くね、情報共有という意味も分からん、は

っきり言って。今、中里さんが言ったように、情

報共有ってやつを、各市町村のやつを見て、こん

なもんかというのが分かるわけだよ。ところが、

市民は情報共有という意味が分からない。 

○齊藤委員長 なるほどね。 

○小島委員 うん。で、例えば具体的に、モニター

制度をやっていますけれども、市民とのモニター

制度は情報共有を進めることでやっているんです
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けれども、モニター制度を知っていますかとか、

やる気ありますかとか、そういう具体的なことじ

ゃないと、全く分からないね。 

○齊藤委員長 うん。 

〔「ちょっといいですか」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 森本委員。 

○森本委員 私、思ったのは、確かにこの情報共有

って、情報の共有って書き方すると、そこは理解

に難しいのかなという。私、感覚が麻痺している

のか、なのか、ちょっと、なのかもしれないです

けれども、その後に、情報共有についてのところ

に、議会資料の閲覧とか、市議会の取組とか、市

民が抱える諸問題とか書いてあるじゃないですか。

じゃ、何を共有するかということがここに書いて

あるんで、そうすると理解できるんじゃないのか

な、ここに具体性って出てきているのかなという

気がするんですよ。それで、対応としてと、どう

いう対応をするかというにも言えるか、１番のそ

の設問よりも、回答がその説明になっているとい

うふうに感触として受けて、これだったら理解で

きるんじゃないのかなと逆に思ったんですけれど

も、それがもしかしたら私の感覚のずれなのかも

しれないんで、ちょっとあれなんですけれども。 

○齊藤委員長 いや、多分、フィーリングが合って

いるだけです。だから、小島さんからすごくその

市民からだと分かりづらいという話。なんで、例

えばさっき言ったとおり、情報の共有手段として、

議会モニターや議会広報紙を発行して、図ってお

りますけれどもみたいなのがあれば、イメージが

つくというイメージで。 

○小島委員 それで、その具体的なやつに対して…

… 

○齊藤委員長 はい。何か取り組んでいるけれども

…… 

○小島委員 取り組んでいるけれども。 

○齊藤委員長 さらに、欲しいもの、情報共有とし

て…… 

○小島委員 こういうようななら分かるけれども…

… 

○齊藤委員長 はい、分かりました。 

○小島委員 情報共有を一般的に聞いて、だって、

市議会での取組って、市議会で情報共有について

何を取り組んでいるのか、市民は知らないよ。 

○齊藤委員長 知らないんですけれども、それを知

りませんかという設問なんですよ、これは。逆に。

で、知ろうとしない理由はまた別なんですけれど

も、これ、走り書きですから、これじゃ分からな

いから、これを直していくわけですよ、今日、こ

れで出すわけじゃないですから。今みたいな意見

をいただいて、これからもう一回、これ、書き直

していくので、全然貴重な意見を言ってもらって

いるということ。これじゃ分からないよと言われ

ても、いや、分からないです、俺も悩み悩み出し

ている。 

〔「そうですか」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 はい。なんで、今みたく言っていた

だければ、前も、設問をこうなるべく、何々をし

てきましたと説明をしてからいつも質問していた

んですけれども、長いって言われたんで、全部は

しょったら、思い切りはしょり過ぎたという。 

○星副委員長 すみません。 

○小島委員 なかなか、情報共有自体が難しいから

だと思うけれどもね。 

○齊藤委員長 そうですね、はい。でも、ありがと

うございます。 

  もうちょっとこう、今、確かにぱっと見だと、

うちらのあれになっているので、ただ、イメージ

的には、議会発信型の情報共有というよりは、向

こうも取りたいなとか、持ちたいなというイメー

ジでつくりたいというのだけ分かっといてもらえ
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れば、またつくり直したときにちょっと見てもら

えればと思うんですけれども。ありがとうござい

ます。 

  一応、その情報共有をしたいものということと、

それを多用するためにという、こう２つの要素が

入っちゃっているのでと思っているんですね。対

応はなくてもいいんですけれども、共有をしたと

ころで何にもならなければ、意味がないのかなと

も思ったりになるので、ちょっとこれはどうした

らいいかねということで、Ｚｏｏｍで頭探りなが

ら…… 

○星副委員長 そうなんですね、これは。 

○齊藤委員長 やっていたんですよ。もうどうしよ

うみたいな話に言っていたので、基本的には、議

会と市民の方の情報共有を強化するという意味に

なるので、意識なければもともとしょうがないん

ですけれども、そういったところに意識を持って

いただくところの意見としてつくるとしたら、ど

ういう案があるかなというふうに考えていった結

果なんですけれども。 

○星副委員長 これがただの真四角で御自由に書い

てくださいだと、…… 

〔「もっともっとこれはだれも出ない」と

言う人あり〕 

○齊藤委員長 出るか、ずれた回答が返ってきてね。 

○星副委員長 そうなんです。 

〔「いや、ほとんど出ないだろうね」と言

う人あり〕 

○星副委員長 なので、具体的なものがあったほう

が…… 

〔「いや、もう具体的なものがないと何も

出ないと思うんだよ」と言う人あり〕 

○星副委員長 イメージがしやすくていいんじゃな

いのかなということで、今回もこうやって。委員

長が一生懸命考えてくださった。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  今、議案資料って、傍聴者にも配っているのか。 

〔「配るまではないですけれども……」と

言う人あり〕 

○齊藤委員長 すみません、係長。 

○長岡係長 受付のところに一括して置いていまし

て、みんなで見られるようにはしております。 

○齊藤委員長 インターネットの人は見られるんだ

よね。 

○長岡係長 はい。 

○齊藤委員長 そうなんだよね。だから、来た人が

見られないんだけれども、まあそこは気にしてい

ないんですけれども、議案資料の閲覧というか、

自分たち議会がこういうものを今回審議していま

すよというところが１つと、あと、さっき言った

市議会は市議会ですよね、先ほど、ここにも書い

てあるとおり、議場探検だったり、出前講座だっ

たりやっているよというものであったり、あと、

市議会全体でどういうことをやっているんですか

というものの取組の情報。あとは、いろんな団体

がいますので、そういった諸問題を議会と共有し

たほうがいいだろうというふうに、こう入れてみ

たというのが実際の例なんですけれども。で、市

民が抱える問題がいっぱいあるようだったら、基

金が足りていないということとかね、もうちょっ

と基金受けるために、広聴機能のほうで中里委員

長頑張ってこうやって集めるみたいなので、そう

いうのにこう拍車がかかるかなと思ったんで、市

議会での取組が一番チェックつかないんじゃない

かと思っているんですけれども。えーみたな感じ

で。 

  一応、３つだけ挙げといて、あと、その他で全

然思いもしないことを書いてくれればということ

で、一応、３つ、チェックはつくつかないではな

くて、こういった方のほうがこの問いとしては何
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とかなるだろうと思うんですけれども。 

  で、情報共有を図りたいけれども、議会側が何

もしないと言われたくないので、その対応として

というので分けようという話になっているという

形ですね。いつも言っているとおり、引き上げた

意見が結局、どこの委員会も取り上げていないで、

その意見がどうなったというのも進んでいないの

で、そういったものも含めてこういうのを書いて

おいて、またその他が書く人がいたらいいかなと

いうふうに思っていますけれども。 

  一応、じゃ小島委員が言ってくれたその説明の

文と、あと、言い回しはこれで、ちょっと付け足

すぐらいでやってみて、で、どういう結果になる

かとは思うんですけれども、やっぱり回答難しか

ったかなとなる可能性があるにしても、今回、モ

ニターさんにも聞く内容で、ランキングの３つの

指標の回答を、前々回、やってもらったんだよね、

アンケートをね。情報共有と議会機能強化とかと

いうふうに、全部結果があるので、その部分の一

つを挙げてみて、こういう書き出しは今までなか

ったので、取りあえず情報共有だけ聞いとけば、

機能強化は自分たちでやればいいことですし、そ

れが最終的には市民の市民福祉につながるという

ことでやっているんですけれども、その辺もなか

なかうまく伝わらないので、でもやっていくとい

うことと、で、この部分だけがどうしても。市民

参加でも高いほうなので、本当に情報共有だけが

下がっちゃっていて、もったいないんですよね。

３桁になっちゃっているんですね。なんで、ここ

の部分は、ちょっと足りなくても、残してやって

いきたいなとは思っているんで、今、もしあれだ

ったら、聞きに行っといてもらって、何か最後ま

たアドバイスくれればと思います。 

  そのほかどうでしょうか。大丈夫そうですか。 

  手法としては、手渡しでやっていただくバージ

ョンとインターネットのＵＲＬを皆さんで、ＬＩ

ＮＥとかいろんなのを使ってやっていただくとい

うことでやっていきたいと思います。 

  今回、出して、このアンケートはアンケートで、

また全協を通すんだっけか。 

○長岡係長 全協報告…… 

○齊藤委員長 通すよね。だから、７月の21だっけ。 

〔「21」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 21。21までには完成させたいので、

皆さんもその意識で。で、またちょっと議運が組

める日があればいいんですけれども、視察等がち

ょっと入って組めないので、サイボウズのほうに

流して、御意見いただいて、で、なければ、その

まま全協出すという感じでもよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 で、もし、サイボウズに書きづらけ

れば、小島さんとか、俺、電話くれればまた聞き

ますので。言われたことは分かっていますんで。 

  じゃ、一応、今、言ってくれたとおり、中里委

員から、中学生、小学生のやつの変更と、あと、

この情報共有の部分がもうちょっと言い回し変え

ろということで、やってみますね。 

  あと何か言ったっけ。ないよね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 定数は、すみません、増やすは入れ

ないということで、御了承いただければと思いま

す。 

  大丈夫でしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 じゃ、また帰りまでにでも何か見と

いてもらって、案いただければと思います。 

  事務局、ここありますか。市民アンケートは別

にないですか。 

○長岡係長 はい。 

○齊藤委員長 じゃ、次、行っちゃいますね。 
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  ⑵の議員研修についてに移ります。 

  副議長、何か市民アンケート、何かありました

か。 

○相馬副議長 大丈夫です、ないです。 

○齊藤委員長 あるときは、言って。 

○相馬副議長 はい。 

○齊藤委員長 じゃ、次、⑵の議員研修についてで

す。 

  各会派からいただいたんですけれども、こんな

感じでどうというふうに、今上げさせていただき

ました。 

  外部研修のほうもなんですけれども、政策形成

サイクル、この取手市議会の議会改革に関する講

習会というものと政策形成サイクルということで、

マニ研のほうの事務局の方をお呼びして、講習を

しようかということで、いただいたのを上げさせ

ていただいております。 

  政策形成サイクルについては、那須塩原市はそ

のフォーマット自体はもう何年も前に完成してい

るんですけれども、うまく回転していないという

ことと、実際、やり方が皆さんが分からないので、

じゃ全体的に講習を持つ形と、あと、できればワ

ークを入れて、こういった形で形成していけるよ

というような話で、今、一旦、御相談はさせてい

ただいております。これをやることによって、そ

の一般質問でただ意見を言うだけではなくて、自

らが議員の人たちにプレゼンをしながら、一つ一

つ物事をつくり上げていく力をつけるというイメ

ージにつながればと思って、あえて政策形成サイ

クルの取組というものを上げさせていただいてお

ります。 

  全然余談になっちゃうんですけれども、今、お

隣の市にマニ研が入っていて、結構この政策形成

サイクルを回していて、先に行っているような取

組を聞いていたので、なかなかいいですよという

話をされたので、じゃ我々も物事自体はやってい

るんですけれども、こういったしっかりとしたも

んを使わずして動いちゃっているところもあるの

で、ぜひお話聞かせてくださいというところがあ

るというのも理由になっています。 

  取手市議会に関しましては、この事務局、岩﨑

さんは何でも言えばやってくれるので、取りあえ

ず呼んでみようかなという話と、お金が、公務員

なんであまりかからないという。議運、今年30万

しかないので、ちょっと上手に使おうかと思って、

上げさせていただいております。 

  今、この間、マニ研の講習、研修受けた人は分

かるんですけれども、取手市議会はランキングが

１位ということで、あと、サイドブックス社と組

んで、いろんなオンライン議会に関しての今、委

託というか、指名を受けている機関なので、取組

がすごく進んでいるということで、将来、インタ

ーネット、要は、オンラインでの、議場にいなく

ても採決ができるような仕組みとかというものも

含めて、いろいろ取り組んでいるので、この辺も

聞きながらやっていってもいいのかなというふう

に思っています。 

  内部研修のほうです。 

  市政アドバイザーの鈴木典比古さんでもって、

これ前回、前年度間に合わなかったので、お二方、

三方、お二方いらっしゃるのか…… 

○星副委員長 お二方。 

○齊藤委員長 この間ね。この間、誰、じゃ。 

○星副委員長 京塚さん。 

○齊藤委員長 毛塚さん。で、典比古さんがいるの

で、この２人です。間違って伸彦さんと言いそう

なんですけれども、典比古さんのほう。 

〔「典比古さん」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 で、いただこうというふうに思って

います。あと、教育長ですね、月井教育長のほう



－11－ 

から那須塩原市の教育の話を聞いたらどうかと。

前回は、学習指導要領の話を聞いたと思うんです

けれども、全体的な話を聞いたらどうかというこ

とです。 

  もう１つが、取組実行計画に入っているんです

けれども、実行計画というよりは、基本条例の中

には該当外になるんですけれども、那須塩原市は

二、三年前、３年前、４年前ぐらいに、一旦、外

部監査委員、ごめんなさい、議選監査委員を要る

か要らないかという議論、２期生ばかりだから分

かると思うんですけれども、を一回議論していて、

要る要らないで議論が割れたんですけれども、基

本的に、那須塩原市は議選監査委員という議会か

らの監査委員を残すことになりました。 

  最近、ここがクローズアップ、結構、世の中で

はされていて、その議選監査委員の関わりをしっ

かりとしていこうということで、大場代表監査委

員の話を聞いたらどうかということで、テーマ設

定させていただきました。大場代表監査委員から

決算の話を聞いてしまうと、９月議会があるので、

そういう話ではなくて、監査委員がどういうこと

をしているかということと、議選監査としての関

わりをしっかりといただくことでもいいんじゃな

いのかということで、この一応５つというか、ち

ょっと政策形成のところは、もう１つ、別なお願

いも入っているんですけれども、この５本ぐらい

ということで、年間５本は達成しているというこ

となんですけれども、こんな感じでやっていこう

と思うんですけれども、どうでしょうか。 

〔「結構です」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 日程のほうは、またうちらのほうで

徐々に上げていって、急遽入ってしまうところも

あると思うんですけれども、そこは参加できるで

きないは各議員のほうにお任せしますので、時間

を決めてやっていきたいと思います。 

  何か御意見ありますか。大丈夫ですか。 

  山形委員。 

○山形委員 今、内部研修会、研修ということで、

今後、３月ぐらいまでに、どれぐらいのペースで

何か予定をされているのか、もしあれば。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  空いているところを入れていこうと思っている

ので、多分、早くやりたいのが政策形成のところ

と、外部が入らないで、内部はゆっくりでも別に

いいかなとは思っていたんですけれども、オオバ

監査委員も、早くつけば本当は監査前にやりたい

んですけれども、ちょっと予定がつくかどうか今

調べてみようと思う。優先順位としては、外部が

政策形成で、内部は大場監査委員、あとは、３月

まで、自由に入れるみたいな話。 

○山形委員 分かりました。ありがとうございます。 

○齊藤委員長 時期的なものがあるので。まだ打診

もしていませんし。 

  国体が10月なんで、そこがちょっと全然使えな

くなっちゃうので、ポンと飛びますから、あとは

11月以降になってしまうと俺も思います。 

  そのほかなければ、大丈夫ですか。 

  じゃ、２番のほう閉じます。 

  続きまして、⑶の答弁者の指定についてという

ことで、説明よろしく。 

  じゃ、係長のほうからお願いします。 

○長岡係長 それでは、５月の全協で、事務長のほ

うから、この答弁者の指定という話をこの間させ

ていただきまして、今回、現状ということで、取

りまとめをしてもらいます。 

  まず、１番上の趣旨というところですけれども、

現状では行っておりません。しかし以降ですね、

中段以降、一般質問において、答弁者の指名がで

きない状況で、自分が求めている方、部長さんか

らの回答が得られないということで、指名するこ
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とによって、回答をできるだけ多くもらえるよう

なことを検討したいということが趣旨となります。 

  続きまして、２番目の法令等の定めです。 

  ざっくり言ってしまえば、定めはございません。 

  真ん中からその下ですね、実務規定地方議会と

いうところで、答弁者の指名が行われた場合、指

名した者はこれに応じなければならないのかとい

ったところの回答なんですけれども、議員からの

指名に対して執行部側では、これに応じる義務は

ないということで、この矢印のところに、議員さ

んが事実行為として行う部分になりまして、実際、

その指名した部長さんから回答するかどうかとい

うのは、執行部が決定することという方向は、ち

ょっと前提としてございます。 

  現状というところなんですけれども、ちょっと

配信します。 

  県内の14市の調査を行いました。まず、回答い

ただいたのが13市になりますけれども、上のとこ

ろですね、通告時に答弁者を具体的に指定できる

市というのは、足利、真岡の２市が現在行ってい

ます。 

  続きまして、市長か部長かを指定できる市とい

うことで５市、こちらは、市長とまずは部長とい

う表現です。何々部長という表現があって、部長。

だから、部長であれば、誰でも答えるというよう

な…… 

○齊藤委員長 なるほど。 

○長岡係長 そんな表現になっているところです。 

  続きまして、指定できない市ということで６市

というふうになってございます。 

  じゃ、その２番目ですね、答弁者を指定できる

市、真岡と足利市のほうの取扱いということで、

確認を行ったんですけれども、指定した場合、答

弁者は、その担当部長が答弁を行わなくちゃいけ

ないのかということですけれども、やはり、先ほ

どの実務規定のほうにあったように、あくまでも

議員さんの希望であって、最終的に答弁をするの

は執行部のほうが委ねられるというような状況だ

そうです。 

  ３番目、指名していない部長さんの議場への参

加というのを括弧書きにしました。 

  本市も同じですけれども、指名されていなかっ

たとしても、全ての議員さんが出席をいただいて

いるというような状況になります。 

  それで、ちょっと戻りまして、一番下、メリッ

ト・デメリットということで、メリットとしては、

やはりあくまで、自分が希望する部長さんを指定

することによって、できるだけ答弁をいただく方

向にできるのではないか。あとは、質問の中で指

定をして、あらかじめもう部長さんを指定してい

れば、その答弁者がもし違う部長さんであれば、

同じ質問であったとしても、答弁が重なっていな

いので、重複を避けるといったところもあるのか

な。 

  ただ、デメリットというこの右側ですけれども、

指名をしたとしてもできない可能性もありますし、

あとは、ルールとして、その指定をしていない部

長さんには答弁を求められないといったルールを

課しているところも、全国的にはあるようでござ

います。 

  そのようなことが考えられると思います。取り

あえず、現状としてはここまでとして、あとはこ

れを進めるのかどうかというところで、まずはお

話のほういただけたらいいのかなというふうに考

えております。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  ということで、前回、提案をさせていただいて、

山本委員には、市長が答弁するんだからみたいな

話があったんですけれども、基本的にはこういっ
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たルールがあるということで、議長自体は、答弁

を求めるか求めないかを指揮しているだけであっ

て、誰々部長という言い方は、手を挙げた人を指

すということなんで、市長が各部課に答弁させま

すという言葉までは、今まで言っているんですけ

れども、どうしても流れ的に、質問のやり取りを

していると、その例えば教育部に、もうやってい

たら、間違って教育部長にというふうに、言葉が

滑って出てしまうんだったらいいんですけれども、

この間みたく、指す前にどうしようかなと思って、

何々部長にと言っちゃうときがあって、それを

我々はわざわざ、何かルール違反の警察みたいに、

それ駄目だよねみたいなんで反応しちゃっている

というところがあったので、基本的には、全くこ

う無意味な状態で、いきなりこう突然会計管理者

はどうですかみたいな、そういったものをしたく

て言っているものではなくて、流れを断ち切らな

いようにするために、市長答弁だと物足りないと

きに、専門である部長に直接お聞きしたいという

ことと、この間も言ったとおり、２課にまたがる

ような子育て施策であったり、観光施策であった

りといったときには、商工観光の部長さんとか、

子ども未来部の部長さんとか、あるいは、教育部

の教育長とか、ここ聞きたいよというふうにして

おくことで、その部分をしっかりと聞いていくと

いうことにもなるし、執行部側も、自分たちが答

弁しないからといって、結構抜けちゃっていると

ころがあるので、しっかりと緊張感を持った中で

やっていくのには、いいものではないのかなと思

っています。 

  一応、案まで言っといた後、また皆さんに御意

見いただくんですけれども、次のページ、指名さ

れての協議事項ということで、まず今、コロナ禍

のときに、部長、誰指名しますかというのは、皆

さん、やった記憶あると思うんですけれども、あ

あいったイメージを持ちながら、一般質問の横に

答弁を求める者ということで、何々部長と一応希

望で書いておくやり方。先ほどのデメリットにも

あったとおり、忘れて、その部長を書かなかった

場合には、どうしても指したい部長がいても、指

すことができないという、ちょっと複雑なルール

が入ってくるというのと、あとは、書かなくても、

今までどおり、議長が答弁を求めますと言ったら、

答えるのはそっちの執行部の自由みたいなやり方

と、どっちでもいいんじゃないかという話もして

はいたんですけれども、間違って全員書くとかね、

昔、よく議長がチャレンジした全員指名みたいな、

ああいうのはもう絶対論外であって、質問自体が

しっかりと明確に、具体的に書いてあれば、なぜ

その人を指名するかということが分かるので、多

少、その事務局のほうは、逆に楽になるのかなと

は思っています。これは誰に聞きたいですかと前

に聞いていますよね。 

○長岡係長 はい。 

○齊藤委員長 ということで、子ども未来部にも、

ここのそこしか出てこない、子どもと教育の部分

ね、で、これ観光施策で、チケットあげたいから、

じゃ観光といったときに、その３つの課に分かれ

るというときに、必ず聞くからねということが言

えるということになるので、流れを持っていくの

には必要なんじゃないのかな。今、市長答弁しか

させないんで。 

  ということなんで、１つは、その質問提出時に

行うやり方というのが１つ。これしかないんです

けれども。ここだけでいいんじゃないのかという

のと、その先に、全員誰でも指名できるというル

ールは、設けてしまうと大変なことになってしま

うので、それは私のほうでも考えてはいないとい

うことで、やらせてもらいます。 

  どういう指名の仕方にするかは、まだ考えては
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ないんですけれども、今言ったとおりの案で、質

問書に答弁を求める部長さんを書いといてもいい

のかなというふうには思っています。それを伏せ

た状態で今までどおりやるとなると、この間みた

く、答弁求める人ということで、エクセルシート

で出しておくというやつですね、コロナのとき、

やっていたとおり、出席を求める部長という。そ

れは答弁を求める部長ということで、時間がなく

て飛ばしちゃうというときはあるにしても、必ず

聞きたいところはあるよというでもあるかなとい

うふうに思います。 

  実際、ここの部分で関わるというのを事務局が

連絡すれば、執行部側もヒアリングのときには、

どういった形が聞かれるのかということはやると

思うので、別に指されても問題はないのかなと自

分は思っているんですけれども、全くヒアリング

も行っていないところにボンと指すと止まってし

まうし、自分もタイムロスになるので、昔みたい

に、持ち時間40分だったら、幾らでも待ちますよ

みたいなことができるんですけれども、今、そう

いう止まることがないので、時計が。なんで、逆

にスムーズに進むんじゃないかなというのもあり

ますね。 

  ②の代表質問、一般質問時というのは、これは

一応、その市長が答弁をするのが基本なのは、代

表だろうが一般だろうが同じなんですけれども、

スタート時からいきなり部長が答弁しているとき

もあると思います。そういったものも含めて、答

弁者を指定してという形を持っていければという

ふうに思っています。どうしても建設部長に聞き

たいんだけれども、答えたくないという場合には、

企画部長が答えちゃっても仕方ないというのが先

ほどのルールで、何でだと言ったとしても、それ

は答える側決めるのは執行部側の権限であります

ので、そこは御了承くださいということですね。 

  取組が先ほど言ったとおり、通告時に答弁者を

具体的に指名できる、市が先例的にもあるので、

できないことはないであろうというふうには思っ

ています。 

  ということで、皆さんのほうから御意見いただ

いて、また精査していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  どうでしょうか。森本委員、どうでしょうか。

率直にパーってで構いません。 

○森本委員 指名できるのはいいのかなと思うんで

すけれども、そうすると、さっきの説明だと、例

えば、市長答弁を求めますよね。市長から答弁も

らった後に、それは当然もらったから、再質問の

指名はできないという。 

○齊藤委員長 失礼いたしました。それを言うの忘

れた。再質問でできるようにしているだけです。 

○森本委員 再質問できるんですよね。 

○齊藤委員長 はい。だから、再質問でできるよう

にするために、市長以下、建設部長、子ども未来

部長、教育部長と書いて。 

○森本委員 例えば、その質問の脇に…… 

○齊藤委員長 そうです。 

○森本委員 その答弁してほしい人を…… 

○齊藤委員長 そうです。 

○森本委員 １人じゃなくて、複数に書いてもオー

ケーと。 

○齊藤委員長 書いてくださいということで、ごめ

んなさい、それが抜けてしまいました。 

○森本委員 それだと…… 

○齊藤委員長 最初、いきなり答弁を、本当は市長

が答弁書を読まないと聞いているので、ちゃんと

部長のほうが本当はいいんですけれども、その辺

はちょっと議運として、市長がもしそんなに読む

気ないんだったら、答弁は部長にさせてくれって

要望は出せると思うんですけれども、基本的には、
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再質問の話です。 

○森本委員 こちらとしては、議員側としては、す

ごくいいかなという気がしますよね。執行部のほ

うがどう考えるのかってまた別かもしれないです

けれども、こっちの、こっちとしては、やりやす

くなるのかなというふうに思うんで、賛成ではあ

ります。 

○齊藤委員長 失礼いたしました。 

  再質問で指すよという人です、早く言えば。早

く言えば、その問題をやっている。なので、具体

的に質問書には書いていただかないと、指名がし

づらくなるという。 

○森本委員 あと、もう１つ。 

○齊藤委員長 はい。 

○森本委員 それで、市長とその担当部長で答えて

ほしい人書いておくじゃないですか。最初のここ

で聞こうと思ったんだけれども、市長が明確に答

えてしまったから、もういいやという場合は、そ

れは要は一緒にさせなくても大丈夫ですよね。 

○齊藤委員長 まあ要らないでしょう。 

○森本委員 それは構わないですよね。 

○齊藤委員長 はい。先ほども言ったとおり、課に

は影響があるものの質問をしていて、たまたま市

長が答弁しているだけですから。いつそれが来る

という緊張感はあってもいいんじゃないんじゃな

いでしょうか。 

○森本委員 そうですね、はい、分かりました。賛

成です。 

○齊藤委員長 だから、やみくもに指すのはダメで

すという話で、それをやってしまうと、みんな骨

だろうと思いますし。 

○森本委員 理解しました。 

○齊藤委員長 総務の案件でも、塩原支所長と商工

観光課長じゃないや、産業観光部長か。 

〔「はいはい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 で分かれるので、分かれたとしても、

塩原支所長的にどうなのという意見とかは、ある

程度聞いてもいいんじゃないのかと自分は思うん

ですよ。答えられないとかじゃなくて、いや、所

管、塩原だろうみたいな、それだけの話になって

いるので。例えばですけれどもね。そうやって深

掘りをしていくことがそのやりやすさにもつなが

るし、そのときに指名できるって、名前が書いて

あることで、もう一度教育部長の考えを聞きます

とか、もう一度産観部長の考えをお聞かせくださ

い、こう流れで言えるんですよね。それをみんな

削ろうと思って、その削るから、もう一回考え聞

かせてくださいみたいな感じになっちゃうので、

そうすると、勝手に向こうが手挙げているという

流れを、逆に言うと、向こうがつくり上げている

みたいな感じになっちゃっているので、これをや

っていくことによって、深掘りはできるんじゃな

いのかなと思っています。 

  どうですか。 

  じゃ、大野委員は、いいですか。     で

これみんな聞いていって。 

○大野委員 これ、を置いておいてもマイナスにな

ることはないんじゃないかと思うんですね。なの

で、私は賛成です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  では、山形委員、どうでしょう。 

○山形委員 自分もいいなと思うことと、インター

ネットで傍聴している方、また、後ろで傍聴され

ている方がやり取りがすごく分かりやすいのかな

ということで、私も賛成で、ちょっと１つ聞きた

かったんですが、②の代表質問、一般質問時、代

表質問時は、基本的には答弁は市長が答弁するの

下のほうの一般質問ですね。 

○齊藤委員長 はい。 

○山形委員 最初のこの基本、最初の答弁は、市長
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や部長等ということで、非常に出てきている例え

ば財政課長とか総務課長も含めるということなん

ですか。 

○齊藤委員長 そこはちょっとまだ話してはないん

ですけれども…… 

○山形委員 すみません。 

○齊藤委員長 自分の中では、本当は、財政の質問

するときに、総務部長が追いついていないときあ

る、財政課長に答えてもらいたいと思っているん

ですよ。で、部長が無理くり何でも答える必要も

ないし、この間、ちょっと案が出たのが、その幹

事課長の復活を、質問で先に質問者限定になるじ

ゃないですか。そうしたら、申し訳ないですけれ

ども、会計管理者とかの席を空けて、隣に幹事課

長座らせれば、数字的な質問もできるんじゃない

のかなとは思っているんですけれども、そこはち

ょっとここに今入っていないので、ただ、財政課

長は指してもいいんじゃないかなと俺は、今、財

政課長しかいないですよ。 

○山形委員 総務課長。 

○齊藤委員長 総務課長、いないです。 

○山形委員 うん、２人。 

○齊藤委員長 総務課長と総務部長は一緒だと思う

んですけれども、財政は、なかなか財政にたけて

いる人が部長になっている事案が少ないので、ど

こまで聞いていいかが実は歯がゆいところという

か。なんで、それは今後詰めていって、参加して

いる、今、座っている議場の人たちを指名できる

ようにというふうにするしかないです。幹事課長

は羽伸ばせるということで、今、座っている課長

さんは、あそこにいる人たちは指名できるように

というのは考えていってもいいのかなとは思うん

ですけれども、局長、どうですかね。一応、議場

にいる部長以外で。 

○増田局長 とても今、議員の皆様の意見、いろい

ろ聞いていたんですけれども、まず、議場に出席

している人というのは、自治法の121条で、議長

が説明員を招集するということで、これ、出席者

というのは、議会によって違います。で、答弁者

の指定というのは、多分、議長の議事統制権なん

だと思うんですよね。ですので、あとは、執行部

側にも、例えば、９月から財政課長の答弁を求め

るといっても、執行部との調整も少しさせてもら

わないとというふうにも考えています。 

  それと、委員長のほうで、昔は幹事課長が議場

に入っていたという話、あるんですけれども、そ

れってたしか去年、おととしから今のスタイルに

なったんですよね。といいますのは、気候変動が

部長級でできたんで、それで数が足りないんで、

要は、幹事課長全部入れた場合に、席が足りない

んで、山田部長から石塚部長に引き継ぎがあった

ときに、こういう形になりますね。 

  ですが、あと、私も今、いろいろ読んでいたん

ですけれども、説明員の招集の中では、基本的に

は、今は、便宜的に来年どうするのと、今年も私

聞いたんです、実は。ただし、正式には書面をも

ってするような形になっていますんで、ただ、そ

の書面でも、今、委員長がおっしゃいましたよう

に、必要な課長さんが出席するようなことはでき

るとは思いますけれども、執行部のほうでは、多

分、いきなり言われるとためらいがあるんで、そ

こら辺、調整の期間が少し欲しいのかなというよ

うなことも思いますんで、今週の水曜日にまた部

長会議ありますんで、議会のほうでこういうこと

を今検討していますということをお伝えさせてい

ただければなということで、また、ある程度決ま

ったら、執行部の皆さんの意見も聞きながらとい

うような形で進めていけたらいいのかなというふ

うに感じています。 

○齊藤委員長 分かりました。 
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  幹事課長の話をしちゃったんで、ずれちゃうん

ですけれども、その幹事課長を呼ぼうというのは、

まだ先の話なんでしなくていいんですが、議場に

財政課長と総務課長が座っているところを指名す

る分には大丈夫なんじゃないのかなということに

関してはどう思いますかというのを、ちょっとア

ドバイスいただいて。 

  すみません、局長。 

○増田局長 先ほど話しましたように、自治法の

121条で説明員を招集しているということなんで、

説明するためにあそこに座っているというもので

す。 

○齊藤委員長 なるほど。 

  分かりました、ありがとうございます。 

  ということです。 

〔「すみません、大丈夫ですか。……」と

言う人あり〕 

○齊藤委員長 いえ、全然大丈夫です。幹事課長の

話は、確かに話が出ていたんで。 

○増田局長 私も、基本的には、これでいいと、は

い。 

  以上です。 

○齊藤委員長 中里委員、どうでしょう。 

○中里委員 私も、基本的には、いいのかなという

ふうに思います。みんな、質問を通して、こうい

った課題を抽出して、そのことに関しての考え方

というのは、担当所管である部長が１人で答える

というような部分なんですけれども、部局が２つ

にまたがっている事業であったりとか、そういっ

たものも実際にあったときに、１つの部局だけが

答えると、１つの考え方だけがやはり情報として

入ってくるんですが、こういった部局にはこうい

った見方もあって、こういうふうに考えていると

いうふうになったほうが、議員にとっても勉強に

なるのかな、視野が広がるのかな、あるいは市民

にとっても、一つの考え方というか、情報提供に

もなるのかなというふうに思いますので、基本的

には私も賛成ではあります。 

  以上です。 

○齊藤委員長 分かりました、ありがとうございま

す。 

  あと、鈴木委員、どうでしょうか。 

○鈴木委員 指名を何かしたいような意見が多いん

ですけれども、それは皆さんが思うんで、そうい

う流れは特にいいんですけれども、基本的に、執

行部に質問するということは、市の執行部のあそ

こで言っていることは、誰が答えても、市長であ

ろうと、部長であろうと、課長が答えても、統一

見解の一つだと思っています。なので、誰が答え

ても構わないと、私はね。質問したことについて

知りたいわけだから、誰が答えても構わない。 

  それと、この質問書を出しているわけですよね。

だから、いきなり再質問で深掘りしたいって、細

かいこと言われたって、執行部はちょっと答えら

れないことあると思うんです。これ、全部答える

べきだというのは基本ですけれども、答えられな

いことというのは、当然あると思うんです。だか

ら、誰がとかいう、詳しい人に聞くとかじゃなく

て、質問書にきちんと内容で、教育で聞きたいの

か、また福祉で聞きたいのかね、子ども未来部に

対して聞きたいのかというのは、所管の誰とかじ

ゃなくて、何を聞きたいのかをしっかりその質問

書をつくっているところに分かるようにする。で

なければ、または、これ、誰に指名していいのか

という話なんだけれども、質問の前に、一応、執

行部との打合せをしていいということになってい

るんでしょうから、その段階で何が聞きたいのか

ということをきちんと伝えてあれば、その答弁は

誰でもいいと思っているんですよ。市長である、

私は市長に聞きたいというのだけは、これはもう
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そこに市長の考えというのはあると思うんですよ、

政策も決定権の一番のトップだから。だけれども、

部長以下は、市長の指示の下にやっているので、

あまり、正直、私はこだわっていない。ただ皆さ

んがそういうふうに言うんであれば、そういうシ

ステムはやっていってもいいんじゃないかと思っ

たんですけれども。私の考えなんです。 

○齊藤委員長 どちらかというと、進めても構わな

いと捉えちゃっていいですか。 

○鈴木委員 そのままでいいです。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  おっしゃるとおりなんですけれども、再質問自

体は、その指名ができないと、誰でもいいとは言

いながらも、一番最初の答弁はみんな書いてある

から、誰が答えてもいいと思うんですけれども、

さすがに専門部長になったときに、さっき、中里

委員が言った２課にまたいだときの片方の答弁だ

けというのは、本当にこれ大変なんですね。 

○鈴木委員 だから……いいですか。 

○齊藤委員長 そこの部分。 

○鈴木委員 そこはだから事前に打合せみたいなも

のを望む人も、望まない人、それも自由だと思っ

ているんです。でも、自分が聞きたいことをきち

んと課題を持って聞くんであれば、子ども未来部

なのか、教育なのか。両方に、多分、執行部は、

どっちですかと思っていると思うんですよ。だか

ら、両方、何が聞きたいのかというのをちゃんと

やっていけば、相手の執行部は、これ、自分に関

係することだなと思って、調べて、ちゃんと回答

は、自分の場合はしてもらっているので、別に、

こういうことについて困ったことはない。ないの

で、打合せ不足なんじゃないのというのは、何を

聞きたい、どうしたいのかということを自分でし

っかり持っていれば、それを執行部に伝えておけ

ば、執行部が答えてくれる。だから、それを部長

が庁内調整があって、部課長、下の課長辺り、係

長と確認して、それはもうよう教えてくれますよ、

聞きたいんだったらね。数字までちゃんと言えば、

用意してくれますよ。執行部との関係は、私はそ

んな感じでいますので。 

○齊藤委員長 分かりました。とてもうらやましい

関係で。 

  じゃ、取りあえず、意図していることが多少ず

れているんですけれども、でも、そんな感じです。 

  じゃ、小島委員、どうでしょうか。 

○小島委員 答弁者を指定したいという場合があっ

たときに、使うというのはあるんじゃないですか。

一般的には、今、鈴木委員が言ったように、質問

すれば、的確な答弁が返ってこないとかおかしい

というのが基本ですね。 

○齊藤委員長 そこを誰が答えるんだみたいなのが

あって、実際、企画なのか、産観なのか、何か回

しちゃうときあるじゃないですか。で、議長も、

誰指したらいいんだか分からないときありますよ

ね。ああいうのって、こっちが誰に聞きたいか言

わないから分からないんですよ。僕は、企画部に

聞いているんじゃないって。ただ、総務部に聞い

たら、答弁として、これは企画がやっているんで

と言われて、企画に移るんだったらいいんですけ

れども、ずっとそれで止まっちゃうんですよ、時

間が。なんで、そういった技術があってもいいの

かなと。 

○小島委員 そういう手法があっていいという。 

○齊藤委員長 そうです、はい。 

  で、一応、その今、じゃ皆さんのほうではいい

んじゃないかって話になったんですけれども、そ

こで問題が出てくるのが、その指名をするやり方

と、全く今までどおりしないやり方で、誰が答弁

しても構わないよというやり方を取り入れて、段

階的にやっていくか、みんな、じゃ答弁書いてく
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ださいとなったときに、出しながら、誰に聞いて

いいか分からなくて、出す人も出てきちゃうんじ

ゃないかというところがあるんですけれども、ど

うですかね。そういう甘さは要らないですか副議

長。俺的には別に構わないんですけれども、もう

全然、書きなさい、で、書いていない人は指名で

きないから、たまたま、指名しなくても答えてく

れたらラッキーねという感じになるだけで、書い

てある人には堂々と聞けるみたいなルールであれ

ば、大丈夫ですかね。 

○相馬副議長 質問書の上にあるそこに…… 

○齊藤委員長 右側にね。 

○相馬副議長 指名ができるという。 

○齊藤委員長 右側にね。右側に書いて…… 

○相馬副議長 まず、指名欄ができる。 

○齊藤委員長 はい。 

○相馬副議長 そこに市長と書いてあれば、それで

ずっと市長が答弁するんだろうし、それで答弁が、

市長答弁で細かいところまで行かないからという

理由で担当の部長、担当の部下、何々の何々って

記載しておくのも自由ということでいいんですよ

ね。 

○齊藤委員長 今、どっちにしますという話だった

んです。だから、聞かないで市長だけにすると、

じゃ市長だけなのかというわけじゃなくて、市長

だけですよね、基本的には。なんで、自分で聞き

たい課をしっかりと明確にしたい人は、何々部ま

で書く。だから、書かないでいけば、基本的には

市長なので、あとは、答弁するのは自由だから、

自分でそれ書いていないのに、周りがしっかり書

いた人が指名しているからって、ついでに指名す

ると、おいとなるだけなんですけれども、その辺、

また守られないで、始まってくる。 

〔「例えば……」と言う人あり〕 

○相馬副議長 ただ、今…… 

○齊藤委員長 ちょっと議長大変になっちゃうから。 

○相馬副議長 局長がさっき言ったように、あくま

でも答弁をする答弁者自体は、指名はできるとい

う方法を取っても、実際には執行部がテキメイ決

定するということになっているというんだという

ことなんで、希望として指名していくという内容

だったらいいんだろうと思います。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  この手法も採用し出したって感じで、両方選択

できるということでいいですかね。だから、書い

ていない人は、指名はできません。書いてある人

は指名することができるという。ややこしいです

か。局長が上を見上げたんで。質問書自体は、皆

さん、閲覧できているので、誰を指名しているか

は右に書いてあるから、説明ができるんですけれ

ども、じゃ書いていない人は、答弁者を求められ

ない。どうせさっき言ったとおり、回答は指名し

た人から返ってこない可能性もあるんで、特に部

長が替わった瞬間の６月とかは、結構答弁大変だ

と思うんで、本来はそこに幹事課長がいれば、助

っ人してあげられるんですけれども、それが今ま

ではないんで。 

〔「いいですか」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 はい。 

  副議長。 

○相馬副議長 時間制限で今やっているので、でき

るだけ効率のいい質問、答弁というふうに考える

と、市長のもしかしたら余計な話はなしにできる

ので、一発部長という、そういうことの指名の仕

方でも、今、時間制限でやっているので…… 

○齊藤委員長 そうなんですよね。 

○相馬副議長 無駄な時間をできるだけ使いたくな

いという方は、そういうふうにできますというこ

とで、できますということでいけば、もう大前提

を今、時間制限でやっているのでということでい
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いんじゃないかなと思うんですが。 

○齊藤委員長 質問の書き方も今のやり方だと、ち

ょっと書き方が変わりまして、当局のお考えをお

伺いしますという書き方になっちゃうと、自由に

選択できちゃうんですよね。だから、一番最初ど

う思っているのか市長にお伺いするとか、何々部

長にお伺いしますと最初に書いとけば、そのスタ

ートができるんですけれども、どうしても市長が

絡んでくるやつは、市長があのまま読めばいいん

ですけれども、興味ないやつは読んでくれました

けれども、とても声ちっちゃく読んでくれたんで

すけれども、あるやつは余計な話しちゃって、答

弁漏れがあったというのを、この間お聞きしたの

で、そこ自体は誰も精査できないので、いきなり

市長じゃなくて、誰々部長か答えてくださいとい

うのは、どちらかというと、この一般質問のゾー

ン。代表は、基本的には市長が全部答えることに

なっているので、その中でもこう指名を、代表の

中でも入れるかどうかというところも、ちょっと

まだあるんですけれども、その何点かね。 

  基本的には、じゃ右側に、そういうやり方が今、

副議長が言ってくれたやり方ができるかどうかは、

また調整していくようになっちゃうんですけれど

も、１回目はどうしても絡んでくれば仕方ないと

いうのもあるし、答えて当然だというところも言

っている議員もいたので、市長が答えて当然なも

のを部長にやらせるんであれば、前は寛市長のと

きに言っていたとおり、これは部長に答弁させま

すと言って、座っていたのありましたよね。あれ

をやってくれというふうにしたほうがいいんじゃ

ないかと思っています。黙って部長がいきなり立

つんじゃなくて、市長が答えるところを、専門の

部に答えさせますという一言は言わせるべきなん

じゃないかなと自分は思っていたので、流れが分

からないというところがあるので、じゃ基本的に、

暫定的なルールなんですけれども、その答弁者の

指名をすることができるという方向で進めていき、

指名したい議員さんは、その右側に市長以下、答

弁を求めたい人を書くと。そのルールが多分飲み

込めなくて分からない人用に、基本的には市長だ

けを書いておいて、あと、部長と書かれるのも駄

目なんですよね、基本的に。でも、部長って書い

とけばいいのかな。市長または部長でいいんです

かね、そうしたらね。それだけを書いとけばいい

のかな。うちらが言っているのは、もうちょっと

より下がっているので、子ども未来とか書くんで

すけれども、基本的には、市長または部長が当た

り前の今までの流れなので、ただ、誰々部長はで

きないというような感じで進めていけば、一応、

入門編としては十分ですかね。 

〔「大丈夫です」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 何で書いてある人と書いていない人

いるのと言ったら、基本的に、答弁は市長、執行

部にお任せと、こっちには聞きたい人がちゃんと

再質問で聞きますという感じなので。 

〔「お任せ」「お任せ」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 何か質問だけ無理。 

○星副委員長 お任せ。 

○齊藤委員長 一応、お任せは、その市長、部長、

教育長みたいな感じ。 

〔「今日のお勧め」「居酒屋じゃん」と言

う人あり〕 

○齊藤委員長 じゃ、一応、今のやつのもう一回、

すぐじゃないので、局長のほうもいろいろ調整あ

りますから、すぐにやれるわけじゃないんですけ

れども、もう一回フォーマットをつくって、こん

な意味で、こういうやり方でということで、いき

なりこれ全部やってもいいんですけれども、多分、

飲み込めずにまた発狂されても困るので、一応、

今までどおりはこれですと、やりたい人はこっち
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で行きましょう。よりこう明確でやり取りをして

もらいましょうみたいな感じで進めていくという

ことで、じゃよろしいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  じゃ、それで進めていきたいと思います。 

  局長、また相談に乗ってください。 

  じゃ、３番についても閉じさせていただきます。 

  続きまして、⑷です。 

  宇都宮共和大学との協定ということで、係長、

お願いします。 

  係長。 

○長岡係長 宇都宮共和大学さんとの協定のほうを

御相談させていただいていたところなんですけれ

ども、大学の事務局長さんのほうから、今回、議

会のほうが提示させていただいた内容で協定のほ

うを結ばせてくださいということで、回答のほう

をいただきました。 

  今後なんですけれども、議会と大学との協定を

正式に結ぶといったステップが必要かなと考えて

おりますので、その結び方について、方向性を決

めていただければと思って、入れさせていただき

ました。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ということで、協定書に向けての相

手側もこの内容で構いませんということなので、

いよいよ正副、議運としてどうこうというよりは、

正副議長で、議会側に来てくれとも言いづらいの

で、多分、共和大に行って、協定締結式をやって

きていただきたいということになるんですけれど

も、日程等の調整はまた…… 

○長岡係長 はい、そうですね。 

○齊藤委員長 していただいて。 

○長岡係長 また、大学さんと協定の結び方につい

ては、ちょっと協議をさせていただきまして、ま

た日程とか御相談させていただければと思うんで

すけれども。 

○齊藤委員長 ということになります、進捗も含め

て。 

  後に、一応、議会運営委員会のほうでは、その

大学生のパートナーシップということで項目が上

がっていますので、インターンシップの受入れで

あったり、できれば、さっき、一番最初にやった

政策形成サイクルも含めて、大学生の意見を取り

入れながらやっていくみたいな感じにつながって

いけばいいなというふうには思っています。 

  協定を結んだ後に、各常任委員会で、こういう

議会運営委員でもいいんですけれども、どこの委

員会でも打診をして、多分、相互のやり取りがで

きるんじゃないのかなとは思っていますので、ま

ずは調定をしていただいて、決まった後に、どう

いう展開をしていくかというのは協議していきた

いと思いますので、正副議長のほうのアテンドは

事務局のほうでお願いしたいと思います。 

  いつぐらいを目指す。 

○長岡係長 そうですね。できれば早めがいいんだ

ろうなと思うんですけれども、大学さんのほうも、

夏休みにたまたま…… 

○齊藤委員長 もう入っちゃう。 

○長岡係長 日にちあると思うんで、ちょっと御相

談決まったら…… 

○齊藤委員長 夏休み後。 

○長岡係長 はい。させていただければと思います。 

○齊藤委員長 ９月ぐらいまでにできた、10月ぐら

いまでにできたとか、あとは、もっと早くして、

７月中に行くんだか。これ、言い方はあれですけ

れども、判こ押すだけなんで、こっちの場合は。 

○長岡係長 そうですね。 

○齊藤委員長 これ自体は、本当に純正に那須塩原

市議会として協定、初めてできる第１号なので。 
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  バックボード持っていかなくて大丈夫ですか、

那須塩原。 

〔「いずれにしても、いいですか」と言う

人あり〕 

○齊藤委員長 はい。副議長。 

○相馬副議長 有効期間という定めをしておりまし

て、双方、異議がない場合は、そのまま自動的に

継続されるような規定にしているんですけれども、

一応、基本的には、令和５年３月31日までとする

というふうにしていますので、双方の、こちら議

会側と、それから大学側の日程調整の上、一番早

いところで行ったほうがいいんではないかなとい

うふうには、思うだけです、はい。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  森本委員。 

○森本委員 すみません、今、副議長の発言なんで

すけれども、自動延長じゃなくて、これ、延長を

申し出ることができる、自動的に消滅になるのを

延長できると書いているんですよね。 

〔「そうですか、失礼しました」と言う人

あり〕 

○長岡係長 おっしゃるとおりで、自動延長のほう

もちょっと御提案をさせていただいたんですけれ

ども、この形でいいということがちょっと大学側

のほうも、話がございましたので、毎年、ちょっ

と結ばせていただく形になるのかなというふうに

考えております。 

○齊藤委員長 課長。 

○相馬課長 ちょっと日程の確認というところで、

そこが議運のほうで、大学とのパートナーシップ

ということで、取組を進めるという形になると、

いつぐらいまでにそういったものを予定されるの

か、そういうのがあって、そうすれば協定はいつ

ぐらいまでに結んどかなきゃならないよねという

ところがちょっと見えやすいのかなと。事務局と

すれば、そこら辺までちょっと教えていただけれ

ば、先方との日程調整とか進みやすいのかなと思

いまして。 

○齊藤委員長 逆で、協定を結んでいなくても、実

際、意見交換とかもうしているので、より専門的

な知識を得られる、できるだけお金はかけないよ

うにという形で、何か一つ聞いていくためにこう

やり取りするので、協定自体は先でいいのかなと

は思っています。早いほうがいいと思う。 

  さっき言ったとおり、これ別に更新を毎回する

ための取決めはないから、申出を電話１本すれば

いいだけというようなイメージで捉えているので、

申出ですから。書面使うか使わないかは、後でル

ール決めてもらうんですけれども、協定自体があ

れば、議会側も動かないとという話になります。

で、何もないじゃないかと言われれば、これ、更

新断られちゃって、終わっちゃうので、せっかく

結んだのに、大学側の人たちをどう使うかという

ことで、逆に議会側としては、じゃインターンシ

ップ、いつでもいいから行っといてというのだけ

１回投げとけばいいのかなとは思っています。あ

と、議案取組がないところは、共和大の誰を使っ

て、何を聞くんだって話になってくるので、そこ

はちょっと各委員会にお任せしようかと。議会運

営としては聞くところがあまり実はないので、そ

れぞれの特別委員会とか委員会の中で聞くものと

か、そこの中で設置しているもの、あるいは、政

策検討会議、政策検討委員会と独自に動く委員の

会派にこだわらない委員会があるので、そういっ

たところでちょっと意見聞きたいときに、力貸し

てくださいというので打診はできると思うので。

なんで、もう協定自体は早くていいんじゃないか

とは思っている。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 すみません。じゃないと、１回、５
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月に終わりますって、終わるわけじゃないんです

けれども、実績、またつくるのが大変だなとはち

ょっと思っていますけれども。向こうもそのイン

ターンシップがいつやるか分からないけれども、

多分、１回終わっちゃっていると思うんで、また

３年生が今度、２年生、３年生が来るんじゃない

のかなとは思いますけれども。何でも使えると思

うんで、使ってみてですよ。 

  山形委員。 

○山形委員 すみません。第４条の連携と活動に生

じる費用の負担を協議上の上、決定するというふ

うなことで、これ結ぶ前に、総務企画常任委員会

のほうで、バスで来てもらったフィールドワーク

等があったんですよ。 

〔「そう、そう」と言う人あり〕 

○山形委員 そういうのも今考えると、あれもお金

がかかるんで、各委員会が行った場合、この生じ

る費用の負担というのは、議会費で出すのかと、

どこから捻出されるのかなと、それも頭に入れと

く必要があるのかなと思うんですが、その辺はど

うなるんですか。 

○齊藤委員長 基本的に、大学教授とかのお知恵を

お借りするときは、そういった議論でいいかなと

思っているんですけれども、一応、フィフティー

な関係なので、学生はそれで単位を取るために来

るから、そこのお金を出してあげるということは

要らないと思うんです。自ら望んでくるというの

と、宇大の場合は、ほら、外れくじで来たみたい

な感じになっちゃいましたけれども、それ以外は

もう電車に乗ってでもそこに来ることによって、

仕方ないです、単位を取るためのものなので、そ

れが800円かかっちゃったとしても、仕方ないの

かなと。また車でね、先生が乗っけてきたりとか

と、そういう連携はできるので、実はこの間、飯

泉君とかがわざわざ駅まで宇大生迎えに行ってい

たというのも経緯があったんですが、あれ、本当

は自分で来たほうが、そこに行くためにそれだけ

金かかるというのも大変だと思うんですけれども。

で、持ってあげちゃうと、何かこの関係が崩れち

ゃう、お客様みたいな感じで聞かせてねというわ

けじゃなくて、お互いに勉強になるような感じに

していければなと思って。 

○山形委員 分かりました。了解です。 

○齊藤委員長 一応、怖いのが、ネタだけ聞くのに

議会が呼ぶみたいなのが横行してしまうとよくな

いというか、何かうまく進化できるような取組も

必要なので、そこら辺はちょっと頭はひねりよう

かなとは思っています。 

○山形委員 分かりました。 

○齊藤委員長 じゃ、なければ、先ほど言ったとお

り、なるべく、すぐ向こうでもいいよと言うんだ

ったら、早く結んじゃってもらっていいと思いま

す。延ばしていても、結局、何もやらないんだろ

うし、結んでいてもやらないかもしれないんで、

ちょっと怖いんですけれども。ただ、ハッパかけ

るのは、議会運営では取り組むとは言っています

けれども、議会運営から各委員会に振ります。議

運として必要なものは、先ほど言ったとおり、情

報の共有とかがもしあれば、意見交換とかはした

いなとは思っているんですけれども、それのとき

に、議会全体としてパッケージングで出してもお

もしろいのかもしれない。こういう総務企画では

こういう意見交換をしたりとか、福祉教育はこう

いう意見で大学生聞きたいといって、どこの委員

会に期待しています、誘うというのもおもしろい

かもしれない。フィールドワークしか受け入れら

れない、うちらはというのがあるので、その辺の

やり取りぐらいですかね。 

  じゃ、そんな感じで進めていくということでよ

ろしくお願いいたします。 
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〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 じゃ、ちょっと１時間10分たっちゃ

ったので、休憩します。10分ぐらい。また皆さん

座ったら始めます。 

 

休憩 午前１１時１０分 

 

再開 午前１１時１８分 

 

○齊藤委員長 じゃ、すみません。休憩前に引き続

き委員会を再開します。 

  今度は、⑸に移ります。 

  先例事例集の一部改正ということで、こちら、

事務局の説明をお願いいたします。 

  係長。 

○長岡係長 先例事例集の一部、通年議会に伴って、

表現のほう修正したりとか、ちょっと実態と違う

というところで修正したいということで、御提案

をさせていただきました。 

  まず、赤字で書いてあります28になります。議

事日程はというところで、議事日程、本会議とか、

１日の日程ですね、何月何日の議事といったもの

なんですけれども、今までは、１会期に会期日と

ありますけれども、現在、会期は、１年間が１会

期というふうな考え方ですので、そうではなくて、

本会議のその会議日、そこの議事日程を番号はこ

ういうふうにつけようとして、改定するよという

ふうな表現に改めたいと考えております。 

  続きまして、48と49になります。 

  現在、議会運営委員会におきまして、ここは委

員会付託か、それとも、即決かというのを委員会

のほうで、議運のほうで諮っております。48のと

ころの赤字のところ、予算案を除いた以降なんで

すけれども、今の先例の中では、定例会議の追加

案件及び臨時会議の案件についても、委員会付託

を省略し、即決する。予算案を諮っているんだけ

れども、この今の文面だと、即決するというふう

に受け取れてしまうんで、まずは予算案を除いた

もの、それ以外が即決だよ、これは今までと同じ

扱いです。 

  そして、49です。 

  予算案は、補正予算を含む、は、予算常任委員

会にその審査を付託する、または、委員会を省略

し、即決とするか、議会運営委員会で協議するも

のとする。現在、委員会で決定をしていますので、

即決とするか、それとも、予算常任委員会に諮る

のかというのを、この中で明文化するというふう

な形をしてはというふうに考えています。 

  説明としては、この３点だけです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 説明ありがとうございました。 

  何かお聞きしたいことありますか。 

  どれもこれもおっしゃるとおりのものなので。

臨時会議用に修正されていなかったということと、

通年議会なのに、１会期の会期日を決めていると

いう、このそごを合わせるために修正をするとい

うことなので、特段、意見ありませんかね。大丈

夫ですかね。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 じゃ、これ、一応、全員協議会に出

して、一応、合意というか、あれをいただくこと

になりますので、次回、７月に出したいと思いま

す。 

  じゃ、次いきます。 

  ６番です。 

  こちらですね、取組実行計画のほうに書かせて

いただいておる案件両方です。６番、７番。議員

のなり手フォーラムという、これ仮称なんですけ

れども、基本的に、先ほどの市民参画の部分も含

めたり、今後、低調傾向になっていく可能性があ
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るその市議会議員の立候補であったりというとこ

ろも鑑みて、政治的関心を増やしていくために、

市民との関わりをつくる場面と、あとは、なり手

ということで、若者や女性が気軽に、気軽じゃな

いですね、出馬をして、市のために働くという人

たちの養成ができないかということで、提案をさ

せていただいたものになります。 

  日程が結構つかみづらいのというのがあったの

で、候補日もある程度入れてみました。概要とし

てこれは上げていきますので、皆さんの御意見を

いただければと思います。 

  候補日の候補なんですけれども、10月22日の土

曜日辺りはどうかということで上げさせていただ

いております。 

  開催場所なんですが、いろんなホールとか、公

民館とか使ってもいいんですけれども、なかなか

自分で言っているのもなんですけれども、集まる

人が少ないかもしれないので、ある意味、ギャラ

リーがいるところでやったほうがいいだろうとい

うことで、みるるの西口の階段上がったところに、

オープンスペースありますよね。あそこでやれた

ら、通りすがりの人たちも、何やっているんだろ

うとのぞいていくんじゃないのかなということで、

委員長の案いただいたので、みるるを借りられた

らということで、まだ全然打診していないんです

けれども、予定をしています。実施主体は、議運

でやるということ。 

  参加対象者は特にはないんですけれども、基本

的には、政治的に関心がある方々であったり、い

ろいろ活動をしている方々、そういった方々に対

して案内をして、集まっていただければと思って

います。 

  応募方法は、ホームページや、チラシを作成す

るかどうかも含めて、告知をしていくような感じ

になります。 

  内容なんですけれども、これもざっくりしてお

ります。仮に、女性議員とか、そのほか、政治に

関して、そのなり手の話とか、いろいろなその全

国的な取組も話していただけるような方をお呼び

して、講演をした後に、パネルディスカッション

をして、最後、アンケートというか、こうやり取

りをして終わりにしたらどうかということになっ

ています。ここに、外部教育者として、先ほども

言っていた早稲田大学マニフェスト研究所という

ことで、さっきの政策形成サイクルのところ合わ

せて、今、相談に乗ってもらっております。結構、

他の議会でもこういったなり手の取組をやってい

るところがあるというお話を聞けたので、ちょっ

とネタをいただこうかとは思って、今、考えてお

ります。 

  実施までのスケジュールなんですけれども、今

この段階でまだたたき台なので、８月の全協ぐら

いまでに了承を得られて、応募して、10月にここ

らも開催できたらなと思っています。この前の日

の21日には、黒磯南高校で議員との意見交換のほ

うも、広聴広報のほうで取り付けてもらっていま

すので、高校生にも全然出てもらってもいいのか

なとも思っていますので、そういったところも含

めて、この辺の日付にしております。 

  現段階での話になりますので、皆さんの御意見

いただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

〔「ちょっといいですか」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 森本委員。 

○森本委員 外部協力者の早稲田大マニフェスト研

究所、このコーディネーターの人も出してもらい

たいですね。それとも、コーディネーターの方聞

いて、お願いします。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  なるべくお金はかけないようにしたいので、広



－26－ 

報紙ぐらいまでかなとは思っています。コーディ

ネーターはこっちでもできるかなと。 

○森本委員 そうですか。 

○齊藤委員長 誰でもできるかなと。 

  かからなければ、聞いてみる。 

○森本委員 もらえるなら。 

○齊藤委員長 はい。 

  中里委員。 

○中里委員 これはあれですか、参加したい方は、

参加申込みみたいなのを書くようなんですか。 

○齊藤委員長 そうですね、ありがとうございます。 

  参加申込みをしてもらえるようなもので案内を

して、という感じですかね。あとは、全然、いつ

来てもらっても大丈夫なようなためにみるるにし

ているということで。途中から聞きたくてもいい

だろうしという話で。多分、ゼロ人から始まっち

ゃうと、講話する人がとても寂しい思いをするで

しょうから、ある程度、ＰＲして、まき続けて。

来たから出るわけじゃないですから、基本的には、

それに関わっていくという話を聞きに来てもらえ

ればなと。こっちの前に座って、恥ずかしければ、

あの辺、全部柵越えでも俺、ほかの人のやつ聞い

ていましたけれども。 

  森本委員。 

○森本委員 これ、女性議員とかというふうにゲス

トと書いてあるけれども、このテーマはあくまで

もなり手フォーラムであって、別に女性議員さん

とかだけじゃなくて、幅広くという考え方で大丈

夫。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  これ、横に本当は若者と書きたいんですけれど

も、若者。 

○森本委員 若者、女性。 

○齊藤委員長 そうですね。基本的には、若者、女

性です。高齢の方でも別にいいんですけれども、

その方々はもう意志はあるでしょうから、はい。

基本的には、政治参画の、投票率に準じた形にな

っていくとは思うんですけれども、今、女性も那

須塩原市議会は少ない状態ですから、女性という

ことと、女性に年齢制限設けているわけじゃない

んで、男性も年齢制限というとあれなんですけれ

ども、あくまで、一応、女性とか若者とかという

書き方でいいのかなとは思っていますけれども。

誰でもいいです。 

○森本委員 多様性的な。 

○齊藤委員長 多様性でいいです。 

  話は、ただ、特にという話にはなっていまして

ね、この間のマニ研のときもそうでしたけれども

ね。 

  全くもって、何人来るかとか、想定もできてい

ないので、昔の団体だったら、ここに参加人数20

人とか書けとかと言われても、これ、ちょっとゆ

るく今書いているんです  。 

  一応、まだみるるとかにも打診はしていないの

で、この案件で流れていってよければ、また正副

のほうで対応していきたいと思うんですけれども、

副議長、何かありますか。 

  小島委員、どうぞ。 

○小島委員 一般的な話で、実施主体は、普通は那

須塩原市議会ですね。 

○齊藤委員長 そういうことですね。 

○小島委員 うん。 

○齊藤委員長 それは大丈夫です。ありがとうござ

います。 

  ポスターとかは、そういうふうになります。こ

こでやるのに、一応、主体にを書いただけ、すみ

ません。 

○小島委員 これは運営は、議会運営委員会で下準

備するというのは、分かりますよ。 

○齊藤委員長 はい。この後の模擬議会は、ここに
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広聴広報がつくるので、こういう書き方をしただ

けで、すみません。やるのは、市議会です。おっ

しゃるとおりで。 

〔「すみません、よろしいですか」と言う

人あり〕 

○齊藤委員長 はい。副議長。 

○相馬副議長 これ、表題、仮称となっていますが、

こういう名称でやっている、ほかやっているとす

ればですよ。こういう名称でやっているところが

一般的なんですか。 

○齊藤委員長 いや、これは俺がただ書いているだ

けで。 

○相馬副議長 そうですか。 

○齊藤委員長 はい。何て書こうかな、悩んだ挙げ

句、取りあえず、これでいいやみたいな感じ。 

○相馬副議長 また、じゃ。あくまでも仮称なんで

しょうね。 

○齊藤委員長 仮称で、全然。この名前ではやりま

せん。おもしろいですけれどもね。 

○星副委員長 分かりやすいもんね。 

○齊藤委員長 分かりやすいんですけれども。 

○相馬副議長 何かもうちょっとあるのかなとは思

ったんですけれどもね、仮称になっているから。

分かりました。 

○齊藤委員長 政治フォーラムで堅苦しいのもでき

るし、みんなで考えよう何ちゃらというのもでき

るので。 

○相馬副議長 分かりました。 

○齊藤委員長 すみません。どっちにしても、こん

な感じでいいといって言ってもらったら、ほら、

チラシをつくったりすると、題がつくので、そこ

でまた意見もらえるかなと。チラシ、まだ全然つ

くっていないので。イメージ的にはこんな感じに

なっちゃうんですけれども、いいですかみたいな

感じです。 

○相馬副議長 分かりました。 

○齊藤委員長 とても参加人数が不安なんですけれ

ども。 

  小島委員。 

○小島委員 仮称、なり手というところで、市議会

への参画フォーラムとかというんだと何となく分

かるんだけれども、議員のなり手というようなこ

とだと、立候補とどういうふうに関わるのかとか

という関係があるんで。 

○齊藤委員長 議長。 

○松田議長 全国市議会議長会の中のテーマでも、

このなり手不足は最重要課題ということで、大分

頭悩ませて、やりました。やっぱり各委員会に分

かれてやっているみたいですけれども、特にこの

東日本、青森から福島県なんか、栃木県も入るん

ですけれども、かなりそっちの地方に関しても、

その報酬に関してがナンバーワンの課題で、やっ

ぱりそれはしっかり議論しなきゃならないなと。

で、若手議員に議員になった場合に、それで本当

に生活できるのかという現実をなかなかできない

んだけれども、でもそれはやっぱりやっていかな

きゃいけないんじゃないのというようなやっぱり

テーマが挙がっていますので、とてもいいフォー

ラムだと思いますよ。 

○小島委員 ここでは、なり手という言葉を使う。 

○松田議長 なり手です。もうなり手と言っていま

す、完全に。特に、町議会なんかは、もう本当に

ひどいもんで、もっと考えないとということでは、

テーマとしては挙っていますので、いいことだと

は思う。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。プラスの意

見をいただいて。 

  実際、そうですね、議員のなり手不足というと

ころは上がっていまして、条例で兼業を認めると

か、いろいろ変わっていますよね。 
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○松田議長 でも、兼業とか、そんな小手先で、本

来、なり手不足は解消できるかという、もうそこ

まで追求が今しているみたいなんで。 

○齊藤委員長 まあそうですね。 

○松田議長 もう具体的に、全国市議会議長会で、

必ずこのぐらいお給与をあげなさいぐらいまで多

分持っていくんじゃないかなとは思うんですよ、

多分。だけれども、それは議会、強要はしない。

地方議会の承認を得ないことにはできない法律に

なっているから、その法律まで、どこまで手を突

っ込むかは分かりませんけれども、動向はちょっ

とまだまだ。そんな感じです。 

○齊藤委員長 ありがとうございます、情報。 

  一応、極論言えば、なり手不足で、しかも、う

ちらの選挙なんかまだあと2000……２年後、３年

後ですかね、３年後４月ですから、忘れてしまう

とは思うんですけれども、そこに関心がある人た

ちがどういうふうにやっていくかというものを、

打っていくのも必要なのかと、これ、前回の広聴

広報特別委員にいた人は、あそこに行きましたよ

ね。 

○星副委員長 うん。 

○齊藤委員長 富山の、何だっけ。出てこない。 

○星副委員長 滝沢さん。 

〔「滝沢は、それ言っていた人です。議員

の名前です」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 忘れちゃったんですけれども、上位

にランクしているところは、女性のフォーラムや

ったんですよね。女性のこうなり手のフォーラム

をやったら、市、７名の立候補者が出て、全員受

かったということで…… 

〔「ああ、受かった」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 自分も危ないんだと言いながら、教

えてくれたでしょう、選挙中に行ったって。選挙

前で行ったか。おもしろかったんですけれども。

そのぐらいちゃんと打てば響くみたいな感じのも

のをやっていくのも１つということと。ここ濁し

て、まちづくり何とかとやっちゃうと、何が目的

なんだかというのも分からなくなっちゃうので、

本当は、こういうなり手不足の話とかも聞いてい

てもらってもいいのかなというときに、さっきの

議長の話あったように、例えば、報酬がこういう

のがあってというのを言っていくのもあれなのか

なとも思うし、この間のマニフェスト研究の大会

の全国地方サミットのときにも、その女性議員が

言っていましたよね、いろいろね、育休、産休、

あとはという話が言っていたので、そういった法

整備であったり、準備も必要であるかところも含

めて、若い男の子がなったとしても、その結婚、

出産の後の育児ということかなり来ますから、い

ろいろとこう福利厚生が充実した議会であれば、

立候補者が出るだろうって、だんだん何か普通の

会社みたくなりそうなんですけれども、でも、そ

んなことですよね。 

  議長。 

○松田議長 福利厚生に関しても、最大会派でつく

りました。議員年金が廃止になったけれども、そ

れに代わる議会としてのその議員年金制度…… 

○齊藤委員長 厚生年金。 

○松田議長 厚生年金。厚生年金化にするみたいな

話も出てました。それは結構ちゃんと具体化にな

っているんで、多分、なるんじゃないかなと思い

ます。 

○齊藤委員長 身分の保障はないですからね。 

○星副委員長 うん。 

○松田議長 あと、この身分というのも、すごく徹

底していくというのも、強く訴えてました。議員

とはどの身分なのかというのも、すごくテーマの

中には含まれていて、あやふやなんで、それをし

っかり法的に、基準で、議員も法的に認めろとい
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うのも議論上がっていますし、ちゃんと委員会で

もやっています。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  ということで、考えていくと、実はそういうふ

うにおもしろい、みんなでこうしていったらいい

んじゃないのというのもあるだろうし、皆さんも

もともとこういろいろとやられている方なので、

いっぱい出て、盛り上がったほうがおもしろいだ

ろうというところも含めてですよね、基本的にね。

なんで、そういったところも入れてのフォーラム

をやっていこうと思っていますので、ちょっとマ

ニ研の方と今度１回会うときがあるので、このペ

ースで間に合うかどうかちょっと不安なんですけ

れども、煮詰めて、今後、チラシとかをつくって、

また皆さんに精査していっていただこうと思いま

す。決まりではないんですけれども、進めていき

たいと思います。 

  何かこれ入れといたらというのあるところあり

ますか、大丈夫ですかね。 

  じゃ、また皆さんの意見、後でください。出来

上がり次第、正副で案つくったら、また随時流し

ていくようにして、来月もどこかでまた議運開き

ますんで、そのときに御意見いただければと思い

ます。 

  ８月の全協って、いつぐらいなの。 

○長岡係長 ８月。 

○齊藤委員長 １か月、約２か月で聞き取り、それ

くらいであれば、間に合うよね。 

○長岡係長 はい。８月の18日を予定しています。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。18ね。 

○長岡係長 はい。 

○齊藤委員長 じゃ、ここまでに。これはあれか、

あれとセット。一応、臨時会議とセットになるん

ですか。 

○長岡係長 臨時会、８月は、予定はまだ今のとこ

ろ、ない。 

○齊藤委員長 一応、やるとしたら、その予定で。 

○相馬議事課長 予備日には設定されています。 

○齊藤委員長 同じですよね。 

○相馬議事課長 はい。 

○齊藤委員長 分かりました。ありがとうございま

す。 

  じゃ、一応、８月18日にはつくり上げて、その

前に７月もあるので、皆さん出ていただいて、全

協で報告した後に配るという設定で頑張っていき

たいと思いますんで、御協力お願いいたします。 

  じゃ、６番切りますね。 

  じゃ、次、７番です。 

○長岡係長 はい、お願いします。 

○齊藤委員長 どうもです。 

  軽くお願いしますと言っている係長が   が

軽くていいんですけれども、重たいので。 

  すみません、じゃこちら模擬議会です。 

  前回、ちょびっと、多分こっちじゃない、広聴

広報で話したのかな。広聴広報のほうでもお願い

しますということで言ったときに、いろいろお話

があったと思うんですけれども、一応、これも日

程を組んでみました。候補日なんですが、来年の

１月21日土曜日ぐらい。土曜日のほうがいいなと

いう意見をいただいているんですけれども、ざっ

くり言うと、先に言っちゃうんですけれども、下

の実施までのスケジュールを見てもらうと分かる

んですけれども、この間、足利市議会のほうに、

高校生議会のやり方の取組を聞いてきました。真

岡のほうは、ちょっと執行部が進行しているので、

議会のほうとしては動きがないということで、参

考にならなかったんですけれども、足利市議会の

ほうでは、結構丁寧にやっていたというのもあり

まして、今後、どういうふうにこうつなげていく

かというのと、せっかく広聴広報で高校生との意
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見交換で発表して、今までどおり、選管と組んで、

マニフェストをつくっていますので、それをもっ

て議会に来てもらってもいいんじゃないのかとい

うところをつなげられればというのもあったので、

案内開始を10月ぐらいにしようということで、本

来ならば年度内にやりたかったんですけれども、

子供たち、生徒たちとか、範囲はまだ別として、

呼ぶのにやっぱり土曜日じゃないと子どもたちが

来られないと、平日にやるわけにいきませんので、

休みを探していたら、もう12月中だと、議会終わ

ってすぐの土曜日だと、執行部のほうもちょっと

大変だろうということで、こっちの正副と、また

係長とお話した結果、１月と、この辺ならどうな

のというふうにさせてもらったという経緯で１月

21日になっています。 

  上に戻るんですけれども、開催場所は、こちら

の議場を使います。これ、実施主体のほうですね、

これが議運と広聴広報の委員会と。 

  参加対象者を、一応、その高校生、若者及び女

性として、最大26人とする。人数が足りなければ、

中学生に打診してもいいのかなと思っています。 

  応募方法は、ホームページと、先ほどと一緒で

すね、こういったもので告知をしていって、参画

を呼びかけるという形になります。 

  内容は、議場にて質問を行っていく、当たり前

なんですけれども。 

  問題は、この答弁作成のところで、執行部にお

願いするしかないので、当時、言ってもらった質

問に対して、そうなんですよ、私もそう思うんで

すよみたいな議員が答えてもいいんですけれども、

何かえらそうで終わっちまうなとも思ったので、

答弁自体は執行部に作成してもらえたらというこ

とと、この答弁者というところを、土曜日なので、

職員を呼んでまでしてやらんでも、頂いた答弁書

を議員が読む、読み上げるでもいいのかなという

ことで、ここを一応どうするかとありました。小

島委員が当時言ってくれていたんですけれども、

市長が答えちゃうと、それはそうだという意見も

あったんですけれども、基本的に、読み上げるの

が議員だったら、何だってなるかなというふうに

も思っています。これ、勝手に意見交換会ではな

くて、質問を体験していただくという趣旨が入っ

ているので、基本的に執行部答弁がないと釣り合

わないというふうに思っているので、今回、こう

書いています。 

  通告の締切日は、11月下旬から12月初旬という

ことで、参加者を募った後に、足利市議会から頂

いているフォーマットはありますので、自分で私

はこういう背景があって、こういう質問をしたい

ですというフォーマットをお預けして、それを出

してくださいというふうにしていこうと思ってい

ます。使えるものは徹底的に使うということで。

その後、返ってきたものを、11月に書いてあるん

ですけれども、せっかく議員と参加者がつながら

ないのはもったいないので、クリニックをやりま

しょうということで、１日どこか取って、高校生

とか中学生で参加者がいれば、議員が高校、中学

校に行けばいいことですし、社会人の方は、時間

が取れれば、夜とか午後とか、何時にここにいる

ので、質問で何かある方は来てくださいというこ

とで、その組合せをつくっていけたらなと思って

います。 

  そのクリニックが終わった後に、執行部のほう

に通告をしたらどうかなというふうに思っていま

す。 

  で、終わった後に、本当はいろいろと研修を積

みたいんですけれども、時間がないので、そこま

では何となく紙を、紙で送って、覚えといてもら

って、１月21日か22日と書いてあるんですけれど

も、21日にやるとしたら、午前中にレクチャーを
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して、お昼御飯を挟んで、模擬議会実施日当日と

やったらどうかということで、なるべくコンパク

トに、集まらなくていいように、しかも質問がで

きるようにしたいというふうに考えてみました。 

  質問の数は、基本的に１問として、再質問か要

望がある場合は、その能力がある人はやればいい

ということで、再質問まで仕込むということは、

全然考えていません。聞いた意見の中で、何か言

えれば言ってみたらというふうにしたらどうかと

思っています。 

  質問時間、５分取って、これ、移動も含めてな

ので、掛ける26人最大いると、130分ということ

で、２時間10分、オープニングとか入れると、２

時間半で終わる事業かなというふうに、自分で踏

んでいます。 

  という形で、一応、考えているので、皆さんの

御意見をここで聞いていきたいと思っています。 

  じゃ、何でもオーケーなので、御意見いただけ

ればと思います。 

  小島委員。 

○小島委員 できれば、やっぱり市長、副市長とい

るじゃないですか。そこは出てもらって、執行部

が中心に回答するほうのがいいと思うんですね。

やっぱり、議員は議員の立場で傍聴席にいたほう

がいいですよね。だから、執行部がいて、それに

対してというスタンスのほうが。 

○齊藤委員長 そこに、傍聴座って大丈夫ですよ。 

○小島委員 そう思います。ですから、やっぱり、

議員はやっぱりどっちかというと、質問する立場

じゃないですか。で、詳しくないですよね。市の

市政に。そういう面では、やっぱり執行部に、少

なくとも、市長、副市長と企画部長ぐらいまでは

入ってもらって、それで、どこまで出てもらうか

は別として、全部本当は総スタッフ出てもらった

ほうがいいんですけれども、土日なんで出られな

いということであれば、答弁を副市長が代わって

読むとか、そういうふうにしたほうがやっぱりい

いですね。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  目、ハトが豆鉄砲食らった。小島さんからそう

言ってくると思わなかったんで、今。ふぁーって

なっちゃった。 

  基本的には、それで本当はやりたいんですよ。

ただ…… 

○小島委員 それ、まずはさ、それ…… 

○齊藤委員長 三役は呼べると思います。 

○小島委員 執行部に…… 

○齊藤委員長 執行部のほうが大変、部長級の休日

が大変なんですけれども、三役は呼びたい放題な

ので、大丈夫だと思います。その３人が座っても

らえれば、ある程度は網羅できるかなとは思って

いるので、であればいいんでしょうし。議員は後

ろに下がれというのは、全然大丈夫だと思う、全

然問題ない。あと、議長が座れば、基本的には、

形に流れにはなると思いますので、ただ、そこま

でに議員が絡まないと、何の会だか分からなくな

っちゃうので、先ほど言ったこの提出者と議員が

なるべく組んで、質問をつくり上げるというとこ

ろだけは参画をしてもらわないと、そのうちらが

やっている趣旨と、その議員側に立って質問する

という体験を通して、政治的課題とか、行政課題

とか、あとは、議員の仕事が分かるので、そこの

部分をしっかりと組合せして。 

  小島委員。 

○小島委員 今、話したように、高校生と今まで意

見交換会をやっているんだよね。 

○齊藤委員長 やっています。 

○小島委員 その中で、その予行演習みたいな質問

のつくり方とか、それの意見交換をするとかね、

そういうような連携をうまく図ってね、そして、
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高校生を送り込むと、議場に送り込むと、そうい

う仕掛けみたいなものもやってもらうと、非常に

あれですわね。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  で、それが一応、順番的に言って、この11月と

書いてある３か所の質問クリニックというやつな

んです。これ、ここに、ゼロからつくるところの

参加にしてもいいですし、書ける子は書いてくだ

さい。とにかく、参加者募らないと、議員に会わ

せることもできない。高校でやってみましょうみ

たいな感じになると、ちょっとその質問ていうち

っちゃな枠よりは、足利の市議会でやったみたい

に、じゃ高校として、何出したんだっけ、提言書

じゃなくて、何出したんだっけ、足利。質問プラ

スまちづくりの提案書というのを出したんですよ。

各学校で提案書つくりましょうみたいなやつだっ

たら、今の小島委員の学校に乗り込んで、みんな

でつくろうぜってできるんですけれども、これ、

質問になっちゃうと対象者が１人になっちゃうん

で、チームで５人で立って、質問しようというつ

くりじゃないから、基本的にはまず受けてもらっ

たところに、入り方として、学校に行ったときに、

ゼロから入っちゃうと、今度、議員の意見が強過

ぎちゃうんで、ある程度出来上がったものを、こ

ういうふうにじゃ直していこうかという感じでや

るのもいいかもしれないですけれども。 

〔「いいですか」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 はい、どうぞ。 

○小島委員 これまでも、グループでいろいろな、

あるときには、新しいマニフェストをつくろうと

いう…… 

○齊藤委員長 そうですね、はい。 

○小島委員 うん。それを今度、質問の中身をつく

ろうと。 

○齊藤委員長 それはそうですよ。 

○小島委員 それをうまくつなげていって、それで

その代表が議会の…… 

○齊藤委員長 そうです。 

○小島委員 に行ってね、それ、質問する。 

○齊藤委員長 そうです。 

○小島委員 非常に流れとしては非常にいいんだね。 

○齊藤委員長 そうだ、もともとは、それを狙って

やっていたんですけれども、で、今回、たまたま

10月にヒットしてくれたんでよかったんで、つな

がらなくなっちゃうので、で、その５チームでも

４チームでも、出してきた子たちが出てみないか

というお誘いはできるということになっています。

ただ、代表誰か、チームとして応援に来てもらう

のはいいけれども、発表するのは１人ねという形

になるので、それを今度、質問として上げていく。

ただ、ある程度、操作性が出るというのが、例え

ば、高校なので、県立の高校の話をされてしまう

と、うちらはほら答弁に困ってしまうというとこ

ろがあるから、ある程度、足利市議会でもやった

のが、すごくテーマをいっぱい用意しといて、そ

れをチョイスして、自分で質問をつくるというや

り方をしていたみたいなんですよね。だからそれ

がね、逆に束縛しちゃったかなという反省点でも

あったみたいですが、自由に書いたらというのも

あるんですけれども、ただ、県の県立学校にコン

ビニ置いてくださいとは、うちらのところで言わ

れても、市長も答弁できないし、そこだけはちょ

っとごめん、替えてというようになっちゃうかな

とは思うんですけれども、あくまで市として、あ

とは、自分が住んでいる市でもいいから、そこで

必要なもので、みんなにとって不足であったり、

足りないものであったり、やってもらいたいもの

を書いてみようみたいな感じで、いけばいいのか

なと。だから今、小島委員が言ってくれたとおり、

高校生との意見交換から引っ張り上げる群団と、
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直接ほん投げて出てもらえる人たちを集めるとい

う形で、こうがっちゃんこにしようと思っている

んです。高校が４校出ていれば成り立つんですけ

れども、残念ながら、１校しかまだ手を挙げてい

ないので、偏りが出ちゃうので。一応、そういう

ふうになればなと思う。本来であれば、その高校

生議会というタイトルで、そこまで毎年行くよう

になれば全部流れがきれいになるんですけれども、

それだけだと、さっきのなり手もあるんで、ここ

に若者、女性ということで、社会人も募るように

すると。で、人数いないから、じゃ中学生でもで

きそうだったら、中学生も呼んじゃおうかななん

て思って、括弧、中なんです、これ。これは生中

じゃないです。括弧中。 

○小島委員 もうあまりね、ここは高校生議会にし

ちゃったほうがすごくすっきりする。若者とか女

性というのは、また別なこと考えたほうがいい。 

○齊藤委員長 いや、でも、それだと、かなりしょ

っぱいと思うんですよ。 

○小島委員 やっぱり…… 

○齊藤委員長 ４校しかないので。 

○小島委員 まあ分かりますけれども、焦点を絞っ

て仕掛けていったほうが、しっかりとした答え。 

○齊藤委員長 逆に、しっかりとしたもんで持っち

ゃうと、その先の幅が広がらなくなっちゃうと思

ったんで、最初、こう無駄打ちしたほうがいいか

なと思っているのと、なり手フォーラムせっかく

やるのと、こうつなげたいんですよ。じゃないと

…… 

○小島委員 なり手とつなげなくていい。 

○齊藤委員長 いえ、なり手とつなげないと、無駄

になっちゃうんです。 

○小島委員 そんなことは。 

○齊藤委員長 極端な話。 

○小島委員 これら…… 

○齊藤委員長 高校生だけで４校に対して、どれだ

け呼ぶんだという話になっちゃうと、また先生に

迷惑かかっちゃうんですよね、これね。 

○小島委員 まあ、そう。 

○齊藤委員長 小島委員。 

○小島委員 この間、山形の湯沢町の中学校議会か

な。中学校議会がやったら、投票率がすごく上が

ったんだというテレビやっていましたけれども、

これはどっちかというと、投票率を上げるところ

のほうで、なり手じゃなくて、投票率を上げると

いうね、流れのほうの効果でいいんじゃないの。 

○齊藤委員長 いや、全く同じですよ。 

○小島委員 うん。 

○齊藤委員長 僕は今、なり手を出しただけであっ

て、その主権者は入っていますから。 

○小島委員 主権者教育でね。 

○齊藤委員長 はい。だから、そうしたら、高校生

だけにすると、高校生が意地でも投票する期間ど

うこうじゃないから、若者にも女性にも関わって

もらいたいということですよ。これ、実際。だか

ら、高校生だけにするというふうにすると、ちょ

っとまだパンチが足りないとは思っているので。 

○小島委員 イベントとすると分かりやすい。 

○星副委員長 多少の動きはね、教育委員会からそ

ういうふうな。 

○齊藤委員長 そうですね、基本的に、今やった中

学生のやつも、真岡市もそうなんですけれども、

基本的に学校を抑えつけてやっているんですよ。

校長先生に出しなさいと言っているから出てくる

んですよ。これ、全くフリーでやるので、高校だ

けでお願いしに行くと、出してくださいという権

限も何もないですよ、うちらはね。なんで、参加

者は幅広く募るというふうにしていかないといけ

ないですし、やってみようと思う人たちがいたほ

うが、今後つながっていくというのもあるし、今、
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小島委員があったやつが、高校生が主力になって

くれば、別枠で高校生議会もできると思っている

んで、基本的には、こう幅広くチャレンジできる

ところをやったほうが、那須塩原の場合は、俺は

合っていると思っています。全くもって、議会発

信型の模擬議会なので、誰をどう集めていいかと

いうのは、本当に数打たないと参加は求められな

いというところもありますし。１回で終わるわけ

じゃないですね、これ。 

○星副委員長 これね、それでね。 

○齊藤委員長 はい。 

○星副委員長 やってみて、まず最初やってみてだ

と思うんですね。それで、多分、中学生とか高校

生議会でやったというのは、もう執行部側もかな

りガチで絡んでもらって、教育委員会を動かして、

それで先生に御負担をかけて、やってということ

だと思うんで。 

○小島委員 少なくとも、その若者と女性と中学、

高校生、ちょっとスタンスが違うんで、出てくる

質問がばらばらになっちゃうんだよ。何となく。 

○齊藤委員長 いいと思うんですね。それが視点が

ずれるので。高校生ばかりになると、逆に難しい

んですって。11校あったんですよ、足利って。11

人出てきたときに、質問が被らないようにするの

が大変だった。だから、うちらだって、被っても

いいじゃないかなんて言うくせに、高校生にそれ

やらせたらもっと難しいということですよね。な

んで、中学校と高校と社会人とでは視点が違うと、

同じまちづくりとか、同じ考え方でも同じじゃな

いかもしれないというのもあるので、ある程度の

すり合わせはするようになるとは思うんですけれ

ども、そこら辺もまだ課題は出てくると思います。

で、高校生だけでも、誰か呼んでとなっちゃうん

だよね。意見交換も、何回も先生にお願いしに行

って、やっとこうつないでいるぐらいなので、普

通に投げてもなかなかやる人と言うと出ないから、

そんな地域なんで、この辺が。なんで、いろんな

人をこう誘って、26名で最大でやっていけばいい

かななんて思っているというのと、意見を聞くっ

て何とかなるかなと思っています、自分的には。 

  というのを、逆に皆さん、どうですか。その高

校生…… 

  どっから、じゃ中里委員から。 

○中里委員 まず、答弁者というところ。 

○齊藤委員長 答弁。 

○中里委員 執行部とするか、議員とするかという

ところに関しての私の意見なんですけれども、や

はり、答弁者は執行部のほうがいいかなというふ

うに思います。なぜかといいますと、議員と参加

者の質問クリニックということで、私たちがレク

チャーをするので、そこでこの議員が答弁すると

いうのは、ちょっと違和感があるというのが１つ。 

  それと、先ほど言っていた小島委員のお話なん

ですけれども、確かに、小島委員のお話も分かり

ます。ただ、足利高校でこれ実現しているという

のは、これ、毎年やっている授業ではなくて、市

政100周年事業として、要は、10年とか15年に１

回だけやっているんです。で、これは執行部主催

でやっている事業なのでこのようにうまく、うま

くというか、参加者はもうしっかり縛ってやって

いるというところがあります。必ず参加してくだ

さいと、生徒会中心だったと思うんですけれども。 

  ただ、那須塩原市議会の考え方、今の委員長の

考え方だと、恐らく５年に１回、10年に１回の事

業ではなくて、恐らく毎年やっていくんだろうな、

継続的にやっていく事業だというふうに考えてお

りますので、そうなってくると、なかなか毎年や

る事業について、高校生だけ縛りというのは、

我々も広聴広報委員会として、高校生との意見交

換会はやっていますけれども、やはり毎回毎回お
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願いは行っていますし、１回行っても、１回、２

回、３回ぐらい行って、やっと申込みが来るとい

うような状況であります。中学校でもやはり毎年

お願い、全部、10校ですか、全部歩いて、お願い

しには行きますけれども、ぜひ参加させてもらい

ますという形でお話はいただきますけれども、実

際には申込みが来るのは、そのうちの何校だとい

うところは現実の話なので、なかなかやっぱりそ

こで議席26人埋めるというのは結構大変なのかな

という、私も、実感としてはあります。なので、

毎年行う事業というふうに考えるんであれば、や

はり参加者の枠を広げておいたほうが今はいいの

かなというふうには思いました。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  森本委員。 

○森本委員 これ、参加者のほうで、高校生、若者、

女性として集める、これは多分年齢制限とかをつ

けるということですか。そこが。 

○齊藤委員長 つけたいなと。 

○森本委員 つける。というのは、これ、年齢制限

つけないで、幅が広く広げた場合に、俺も若者だ

と言って、例えば70代の人が来て、それが趣旨と

ちょっとずれちゃって、70代の人もいいんだよと

いうんだったら、それはそれでいいんですけれど

も、そうなってくると今度、みんながそうなって

きて、将来変わってくると、ただ単にそのいわゆ

る例えば自治会とか、そういうところが要望合戦

みたいな場になっては、一番趣旨が合わなくなっ

てくるのかなと思うんで、例えば年齢制限であっ

たりと、取りあえず、女性はじゃ年齢制限つけな

いのと。ある程度、女性、何で男性と女性違うの

という話になってきたりとかすると思うんで、そ

の辺のすみ分けの仕方というか、分け方の仕方と

いうのは、ちょっと工夫が必要なのかなというの

を、これ見ていて。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  若者会議とか、前、行きましたよね、うちらの

派で行ったんですけれども、そこでも、若者の定

義は大体30なんですって。青年の定義は40とかと

よくあるのがあるので、その辺の人たちでもいい

のかなとは思っています。 

  女性といったとしても、なかなか来るのも大変

なのもあるし、年齢を書くと、ああだこうだ言わ

れちゃうとは思うんですけれども、御年配の男性

の方は、結構、意見どこでも言えますから、別に

議場に来てというものはまた別な取組でやってい

ただければいいのかなとは。 

○森本委員 そこをどう分けて募集するかというこ

とが…… 

○齊藤委員長 そうですね。 

○森本委員 ちょっと…… 

○齊藤委員長 課題として…… 

○森本委員 疑問視しているかなというふうに思い

ました。 

○齊藤委員長 40歳以下とか、おおむね50歳以下と

か、いろいろ書けるとは思うんですけれども、高

校生から幅広く、市民としてやっていくかどうか

というのも、確かに考えなきゃいけないので、一

応集めてはいきたいと思います。 

  質問数のところも、よくよく考えてみたら、１

問といいながらも、これについて伺うといっての

丸は３つまでとかというのを書かなきゃならない

ね。１問の１問じゃないという、総括質問でもな

いというのもあるので、ただ、足利は一問で一答

だったよね。 

○星副委員長 一問。 

○齊藤委員長 二問やっていないよね。 

○星副委員長 うん、一答。 

○齊藤委員長 ね。なんで、これをちょっと考えて
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いくのに、議員の皆さんにもそこを分かってもら

ってやっていかないと、クリニックができなくな

ってしまうというのが。 

○中里委員 いや、ありますね。 

○星副委員長 ある。 

○中里委員 うん。例えば、少子化問題という大項

目があって…… 

○齊藤委員長 ああ、そうか。 

○中里委員 中項目で⑴ファミリーサポートセンタ

ー云々。 

○齊藤委員長 そうか、そうだね。 

○中里委員 ⑵子育て支援について、⑶保育所運営

についてというところで。 

○齊藤委員長 例えば、３つまでとかということで

したね。 

 それちょっと精査していきたいと思います。 

  ということなんで、基本的に年齢の縛りと、小

島委員が言っていた、その高校生議会だけにした

ほうがいいよという話をしてもらっているんです

けれども、うちらのほうだと、その縛りだと集め

るのが大変というところがあるので、できれば全

体的に案内させてもらった上で、ちゃんと高校生

も確保するみたいな形で、いろんな年齢幅があっ

てもいいのかなというのも、思っているんです。 

  じゃ、森本委員が言ったとおり、何歳がやった

っていいだろうというのも、確かに考えようなん

ですけれども、よくありますよね、自治会関係者

の方とか、そういうのはお断りすると、市政懇談

会もありますし、役をしょっているような方々は

やらないでもらったほうがいいだろうということ

にもなりますから。そういった縛りについては、

ちょっともうひねってみます。 

  そのほか何かありますか。 

  大野委員。 

  お願いします、はい。 

○大野委員 これ自体いいと思わないんですね。１

つだけ引っかかるのは、議会主催でやるに当たっ

て、もちろん答弁なんかは、執行部側にお世話に

ならなきゃいけない部分というのは出てきちゃう

んですけれども、どこまで負担かけるのかという

ところ、当日ね。答弁書がつくってもらっている

わけだから、俺なんかは、あまり負担かけないで、

執行部側、市長とかは別だけれども、答弁書は議

員が読んでもいいんじゃないかなというふうには

思います。 

○齊藤委員長 やり方なんです。だから、そこは今、

大野委員が言ってくれたとおり、自分たちがその

絡んでいるというと、さっき、中里委員からうま

いこと言われたんですけれども、関わっているく

せに、答弁はおまえらがするのみたいのは、確か

に違和感があるんですけれども、どこで議員と関

わらせるかというところを考えているだけだった

ので、クリニックに出る人と答弁する人と分ける

こともできますし、ただ、ごもっともで、小島委

員が言ったとおり、お三役だったら別に来てくれ

るんじゃないかなというのは思ってもいたので、

基本的に僕の中では、執行部の普通に部長級を呼

ぼうとは思っていないんですよ。自分の、今年度

はね。また別な人になったときどうするかは別と

して、負担なくても、答弁書だけでも随分助かる

ところがあるんで、それを読んでいただけるかど

うかというところを三役にお任せすれば、形にな

るんですけれども、ただ座っている席がぽかんと

空いちゃうんで、議会側でも座ってもいいのかな

とは、一応、模擬議会なので、議会っぽくなって

いればいいというふうに思っていて、答弁自体は、

自分らが関わっていない答弁を読めば、基本的に

議会側で読んでもいいのかなとは思った。じゃな

いと、ほかのこの議員の関わりがないというとこ

ろもあるんで、議場ではちゃんと相手側にこれだ
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け人が座ってやっているんだよという臨場感がな

くなっちゃうのがあるので、ちょっとその辺もま

た詰めていければなとは思います。間違った答弁

を絶対するなという確約つきでやらないと、せっ

かく書いたやつを、考えておりませんが考えてお

りますなんてやっちゃった日に、大変になっちゃ

うというのがあるので、今、言ってくれたのは気

をつけていきたいと思う。一応、でも大野委員の

場合は、僕が最初言ったとおり、議員が座っても

構わないんじゃないかという意見を言ってくれた

ということでいいんですよね。ありがとうござい

ます。なんで、そのスタッフを誰呼ぶかは、まだ

係長とかとも詰めていないので、まだ今後どうす

るか考えていきたいと思います。 

  どうぞ。 

○長岡係長 すみません、大野委員におっしゃって

いただいた部分なんですけれども、執行部、やは

り、今回、模擬議会というものが特にその議会も

独自の事業だという捉え方をしたときには、なか

なか執行部のほうに土日にじゃ来てくださいとい

うお願いというのは、なかなか難しいなというの

は、正直、執行部側からはちょっと思っていると

ころです。なので、もちろん答弁のほうは、それ

までに御用意いただくというのは可能、そこはお

願いできるんじゃないかなというふうには思うん

ですけれども、出席というところまでは、現実問

題としてはなかなか厳しいのかなというふうに考

えております。 

○齊藤委員長 俺１人声かけに行ったら、圧力かな。

子どもたち、いろんな人を探すんですけれども、

どうですか、土曜日とかといって。冗談です。 

  ということで、体裁はちょっと違うんですけれ

ども、あくまでその議場で質問をするという体験

をするためのものを埋めていくので、どっちがど

うという、対立をしてやっているという仕事自体

をあなた方がやるんですよというのだけ体験して

もらえればいいから、相手側はまあ誰でも、言い

方は悪いですけれども、答弁がしっかりしていれ

ばいいのかなというのは、実際思ったところであ

ります。 

  じゃ、大丈夫ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 このような流れでまたつくっていく

ということで、一応、小島委員のやつは、将来的

には間違いなく区切りでできるように、はやって

くればそうしたいと自分も思っているんですけれ

ども、まだ４校で、意見交換も４校来ないので、

本当申し訳ないですけれども、取りあえず26のそ

の26埋まれば、すごいなと思って、やりたいなと

思っていますんで。 

  １個だけ皆さんに聞きたい、その中学生はどう

します。順番的には高校生スタートとして、高校

生、大学生、社会人を上のほうがその投票には近

い、中学生はまだ高校行って、最近て18歳ですか

らね、時間はあるということで、出前講座もやっ

ているのでいいんですけれども、ただ、意識を持

たせるのにはパンチもあるということで…… 

〔「いずれはでいいじゃん。いずれは。高

校生」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 逆にね。 

○松田議長 うん。これ言ってたな、この間足利市。 

○齊藤委員長 出前講座やるといって、高校生だか

ら高校生から声かけたと言っていました。 

○中里委員 高校生だったと思う。 

○齊藤委員長 じゃ、取りあえず、高校生から上で

チャレンジしてみますか。分かりました。じゃ、

そういったイメージでつくっていきたいと思いま

す。 

  先ほど言った答弁者については、また議論をま

た皆さんとしていって、流れを見てみてもらって、
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合わせていきましょう。 

  じゃ、一応、これもまたもう一回、次回集まる

ときまでにもうちょっと精査して、皆さんにお諮

りいただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

  じゃ、以上で協議事項は終わりとなります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○齊藤委員長 その他がないけれども、その他何か

ある人ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないですか。 

  事務局、何かありますか。 

○長岡係長 特にはありません。 

○齊藤委員長 なかったっけ。何かこの辺にもやも

やしているんだけれども、俺、分からないんだけ

れども、いや、自分だよ。まあいいか。 

  じゃ、次回なんですけれども、一応、まだ日程

決まっていないんですけれども、１か月後ぐらい

ですかね。 

○長岡係長 はい。 

○齊藤委員長 28、木曜日。 

○長岡係長 視察なんかもちょっと重なっているの

で…… 

○齊藤委員長 28も行けるんだっけ、７月って。 

○長岡係長 総務…… 

○飯泉主査 総務は27まで。 

○齊藤委員長 25、26、27が視察なんだよね。 

○長岡係長 はい…… 

○齊藤委員長 総務と建設経済が。28は空いていな

い。 

〔「広域」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 広域。朝。 

〔「うん」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 議長もいないんだ、その週は。 

  29は、鹿嶋市が来ちゃうんで。 

〔「子ども議会探検リハ」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ここもやりますかね。 

〔「28も」「28」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 予定で。 

○長岡係長 はい。 

○齊藤委員長 一応、入れときます。 

○長岡係長 はい。 

○齊藤委員長 これ以外のネタも今度上がってきま

す。ということで、一応入れといてください。正

式には、また事務局から案内いたします。 

  じゃ、そのほか、皆さんのほうでありますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないですかね。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○齊藤委員長 なければ、以上で議会運営委員会の

ほうを閉会したいと思います。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 零時０５分 
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